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ここに資料として掲載するものは，我が国のハーグ国際私法会議への加盟に

至る過程における我が国の政府の思考を知る上で，一次史料となる外交文書で

ある。外務省外交史料館所蔵の外交文書中，これらの文書は，明治後期から大

正期にかけてのハーグ国際私法会議に関する我が国の外交史料を収集した「園

際私法上ノ法規統一寓園曾議一件」（！）と題される 2冊のファイルの中に存在す

る。なお，ハーグ国際私法会議に関する戦前の我が国の外交史料としては，「園

際私法上ノ法規統一高園舎議一件」の他にも，「園際私法曾議関係一件」（2）があ

る。

我が国のハーグ国際私法会議への加盟の詳細については，既に，山田三良（3),

折茂豊（4），野木新一（5），池原季雄（6）等による紹介があるが，ここでは，これら

の中で引用されている文書を中心に，当時の政府の思考を探る上で重要性が高

いと考えられる文書を，「園際私法上ノ法規統一高園曾議一件Jの中から選択し

て，紹介する。
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2 掲載史料の紹介

以下では，掲載史料を，我が国のハーグ国際私法会議への加盟に至る過程に

そって，紹介することとする。

我が国のハーグ国際私法会議への参加に関する外交史料で，まず紹介すべき

は，三橋信方在蘭国特命全権公使から，加藤高明外務大臣へ宛てられた明治34

年4月28日付公信第 18号である（［資料1］）。これは，加藤高明外務大臣から

の明治33年12月14日付送第70号における民事訴訟手続に関する条約への加

入手続等の調査依頼（7）への回答であり，ハーグ国際私法会議に関する詳細を伝

える初めての文書である（8）。同文書においては，民事訴訟手続に関する条約に

加盟するためには，ハーグ国際私法会議へ加盟することが必要であることが指

摘された。そこで，政府内部におけるハーグ国際私法会議への加盟について意

思決定が，明治34年9月21日付の閣議決定（9）としてなされた。同閣議決定に

ついては，滑浦窒吾司法大臣から小村寿太郎外務大臣に宛てられた明治34年

10月2日付司法省民刑第 1051号で確認することができる（【資料2］）。そして

閣議決定に従い，ハーグ国際私法会議への加盟を希望すること及びその理由が，

小村外務大臣から三橋公使への明治34年10月8日発遣の送第45号（「園際私

法上ノ事項ニ関スル高園会議参列希望ノ件」）で伝えられることとなった（［資料

3］・【別添1l）。

しかし，加盟へ向けた交渉は，必ずしも順調に進まず（三橋公使から小村外務

大臣へ宛てられた明治35年6月17日付公信第40号［資料4］を参照。），明治35

年11月21日付公信第82号（［資料5］）にあるとおり，一度は拒否されること

となる (IO）。しかし，我が国の政府は，再度，諸外国との交渉をオランダ政府に

依頼した。この点についての我が国の考えは，清浦司法大臣から小村外務大臣

へ宛てられた明治36年3月26日付司法省民刑甲第47号（［資料6］）で確認す

ることができる。そして，その依頼に対して，オランダ政府より，諸外国の理

解を得るために日本の法律の翻訳を諸国に配布することを提案され，それらを

配布することとなった。この点に関する詳細を伝える文書が，三橋公使から小

村外務大臣へ宛てられた明治36年8月10日付公信第38号（【資料7］）であ
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る（11)。

そして交渉の末，三橋公使から小村大臣へ宛てられた明治37年2月5日付公

信第9号（【資料8］）にあるように，多くの諸外国は，我が固からの政府委員

の派遣を了承した。オランダ政府はすべての関係列国の同意を取り付けるまで

正式の招待状を日本に送付しなかったが，最終的には，我が国の参加に関する

各国の同意が得られた旨オランダ政府から報告され，在本邦蘭国公使から小村

外務大臣に対して，正式な招待状が送付されることとなった（明治38年3月28

日付第300号）。これらに至るオランダ政府との交渉については，明治37年3月

28日付公信第24号（【資料9］）に詳しい。

そして，明治37年5月16日からの第4回ハーグ国際私法会議に我が固から

司法省民刑局長河村譲三郎が委員として出席した(12)0 しかし，先の公信第24

号や， 3月28日以降の経過について三橋公使から小村大臣へ報告した文書で

ある明治37年5月6日付公信第39号（13）にもあるとおり，会議の開催以前から，

条約の適用範囲を欧州領域に限定する条項（14）との関係で，条約の締結は困難で

あるとする意見が出され，会議においては，これに対する対応を迫られること

となった。この点に関する公信第24号での照会に対する政府の意見は，波多野

司法大臣から小村外務大臣へ宛てた明治37年5月16日付司法省民刑第必4号

（［資料10］）に記載されている。

以上が，ここに掲載した我が国のハーグ国際私法会議への加盟に関する外交

史料の概略であるが，“Memoirede la delegation japonaise”と題される第4回会

議で我が固から提出された覚書についても，加盟に至る経緯と関係が深いため，

ここに，掲載することとする（｛別添2］）。

3 おわりに

今回の紹介は，我が国のハーグ国際私法会議への加盟に関する思考が直接的

に表れていると考えられる史料を中心とするものであったが，他にも，「園際私

法上ノ法規統一高園舎議一件」の中には，我が国の参加に関する列国がオラン

ダ政府へ提出した意見書等，興味深い史料が含まれている。また，ハーグ国際

私法会議へ加盟した後の外交史料についても，我が固とハーグ国際私法会議と
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の関係についての歴史を知る上で，重要な意義を有するものであると考えられ

る。今後，これらの史料を基礎とした学問研究が深められていくべきであろ

う（15)

追記：外交史料の解読については，慶慮義塾大学教授岩谷十郎先生及ぴ同北津安紀先

生に大変お世話になりました。ここに護んでお礼申し上げます。

(1) 外交史料館の分類番号は， 2門9類2項7号。なお，本史料は2冊組のものであ

るが，第l巻を電子化したものを，国際私法学会のウエプサイト（http://wwwsoc.

凶i.ac.jp/pilaj／）にて公開する予定である。

(2）外交史料館の分類番号は， B門10類2項0目9号。なお，本史料については，国

立公文書館アジア歴史資料センターのウェプサイト（http://www.jac低 goお／凪dex.

html）において，既に，電子化され，公開されている（2005年9月現在）。

＠） 山田三良「海牙圏際私法曾議の成果J法学協会雑誌23巻4号（1905年） 556頁

以下， 10号 1434頁以下， 11号 1593頁以下， 12号 1782頁以下

(4) 折茂豊『国際私法の統一性』（有斐閣， 1955年） 169頁以下

（司 法務大臣官房調査課「終戦後における国際私法に関するヘーグ条約（三）一一第

七回ヘーグ国際私法会議一一J法務資料340号（1956年） 64頁以下。同文献は，

野木新一氏による第7回ヘーグ国際私法会議（1951年開催）の報告書を刊行したも

のである。

(6) 池原季雄「ハーグ国際私法会議の 100年j国際法外交雑誌92巻4・5号4日頁

以下

（吟 そもそも，我が国の目的が，民事訴訟手続に関する条約への加盟であったことに

ついては，【資料2］における甲号（司法省民刑第782号「圏際私法上ノ事項ニ関

スル寓園舎議参列ノ件ニ付キ請議J）を参照。

(8) ただし，それ以前にも，明治32年6月20日付送第55号「国際私法上ノ事件ニ

関スル列国同盟条約及別約ヘ露国ノ加入シタル件」では，在露臨時代理公使から青

木周蔵外務大臣へ宛てて，ロシアの条約及び別約（追加議定書）加入を伝える仏字

新聞ジユルナル・ド・サンペテルプールの切り抜きは送付されている。なお，ここ

でいう「条約及別約Jとは，第2回ハーグ国際私法会議 (1894年開催）においてと

りまとめられ，各国が署名した最終議定書中の民事訴訟手続に関する規定を条約化

したものに，追加議定書を付け加えたものである（【資料2］における「参照第二

号Jのことである。）。この点に関しては，折茂・前掲（注（4))163頁以下，前掲
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（注（5））・法務資料21頁以下を参照。

(9) 閣議決定を伝える文書としては，後述する明治34年10月2日付民刑第 1051号

の他にも，内閣書記長官から外務総務長官へ宛てられた明治34年9月21日付内閣

送第23号がある。

QO) オランダ政府からの拒否は， 1902年11月15日付“NOTE-VERBALE”で伝えら

れたものである。

ω 当初は，民法・商法・民事訴訟法の翻訳の配布を念頭に，それらの送付が，三橋

公使から小村大臣へ依頼された（明治36年5月20日付公信第30号）ため，その

送付の準備がされたが（明治36年7月9日付送第67号及び明治3o年8月25日司

法省民刑甲第 178号を参照。），しかし，資料7にもあるとおり，議事項目に関係す

るものの摘要書のみを送付することとなる（この点は， I資料7）の内容を伝える

ための小村大臣から清浦司法大臣へ宛てられた明治36年8月15日送第75号も参

照。）o

Q2) なお， l卯4年2月には日露戦争が開戦されており，河村委員の派遣に当たり，こ

の点（特に，「戦争ニ関スル国際法上ノ問題J）へも配慮がされていた（「圏際私法

上ノ法規統一高園舎議一件」においては，河村委員が明治37年4月7日に出発す

ることを伝える明治37年4月4日付司法省民刑329号の次に付された同日付の波多

野司法大臣から小村外務大臣へ宛てられた同日付の文書，及びその回答の文書であ

る明治37年4月6日送第39号を参照。）。

Q3) 同文書は，我が国に招待状が発送された後に，我が国の条約加盟については反対

であるとするロシア政府からの文書がオランダ政府に届いたことについて，報告し

たものである。

ω 公信第24号（【資料9））で引用されているのは，「未成年者ノ後見ニ関スル条約

ノ第十条Jであり，同条 1項には，「この条約は締約国のヨーロッパ領域にのみ適

用あるものとし，批准されなければならない。批准書は，締約国の過半数がこれを

することができる状態になったときは，ただちに，ハーグにおいて寄託されるべき

ものとする。」（翻訳は，川上太郎『国際私法条約集』（神戸大学経済経営研究所， 1966

年） 112頁より引用。）と規定している。なお，このような文言は， I資料 2）に

「参照第二競」として訳文が添付されているところの列国同盟条約中には存在せず，

1902年に締結された3条約（上記条約，「婚姻に関する法律衝突を規律するための

条約J及び「離婚及ぴ別居に関する法律並ぴに裁判管轄の衝突を規律するための条

約J）以降に，登場するものである。条約の適用範囲の問題については，山田・前

掲（注（3))1438頁以降，前掲（注（5））法務資料71頁以下も参照。

帥 なお，山田・前掲（注（3))1435頁において言及される「河村博士の同会議に関す
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る詳細なる著書（非売品）」については，前掲（注（日）・法務資料70頁においても

参着することができなかった旨記載されているが，今回の調査においても，参照す

ることはできなかっiた。
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［別添2)

Memoire de la delegation japonaise. 

Le Japon田pirea se developper conformement a la civilisation eu-

ropeenne. Pendant les cinquante demi色res釘官lees,il a fait les plus grands ef-

forts, s’est加poseles plus grands sacrifices pour y reuss廿， etil a rencontre dans 

la plupart des grandes nations une beinveillance et un aide q凶 l凶 ontsing叫i色re-

ment facih凶 latache qu'il sモtait加posee.Aujourd'hui, le delegue du gouveme-

ment加 perialest pour la premi色refois, rec;:u p釘百liles representants des 

p凶ssanceseuropeennes邑laconference po町 ledroit international prive. Si le 

gouvemement japonais a sollicite cette faveur, c’est qu’il a compris que les tra-

vaux de la conference, a laquelle prennent p紅tles jurisconsultes les plus distin-

gues, doivent etre regard白 commeconsacrant les principes universels du droit 

international prive, et qu'il desire adherer a plusie旧 sdes conventions elaborees 

par cette haute assemblee. Cela sera facilite par la pr白enced’un delegue du gou-

vemement加peri剖ala conference. C’est pour cela que le Japon se sent en de-

voir d’exprimer avant tout ses sentiments de profonde gratitude envers les 

puissances europeennes q凶 ontbien voulu admettre que cette nation non-eu-

ropeenne tut representee a ce congr色s.Il se fait un devoir aussi d’adresser ses re-

merc伽lentsau gouvemement royal des Pays-Bas qui a bien voulu se donner la 

peine, grande sans doute, de faire aboutir les negociations engagees a ce sujet. 

Il est en e釘etde la plus haute importance, etant donnees les relations 

de plus en plus s凶.viesq凶 sesont developpees entre le Japon et les differents 

pays europeens que les conventions interτiationales soient aussi valables dans ce 

pays d’extr合ne-orient.Ce fait est evident ; il est donc inutile d’y insister. Mais 

esιce possible ? N'y a-t-il p出 auJapon encore trop de vestiges d'une civilisation 

orientale, trop de prejuges, trop de coutumes choquant les mreurs europeennes ? 

官ouve-t-ondeja dans ce pays les bases d'une organisation du droit suivant les 

principes europeens ? Je me perme此raide calmer en quelques mots les in・
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quiぬidesque pou汀aientavoir les honorables delegues ici-pr白ents.Et d’abord, 

j’oserai presque dire que le Japon est un pays europeen tout au mo加sen ce q凶

conceme ses institutions fondamentales (des differences e活stentbien, mais 

dans le detail) . Ce fait n’arien quip由 seetonner, car on sait avec quelle perseve・

ranee nous avons pours凶.vinos enquetes, combien d’etudiants nous avons 

repandu dans les grandes universites, et quel zele ils ont deploye a p紅 白dujour

ou les grandes idees de philosophies plus liberales et plus pratiques leur ont fait 

comprendre ce que pouv叫 etdevait etre leur pays dans les temps modemes. 

Ces institutions que nous avons ainsi appris a conna.itre, nous les avons fait en-

trer dans le domaine de la pratique, nous les avons appliquees a notre pays et 

cela, j'ose le位 e,avec le plus grand succ白．

Pour s’en convaincre, il suffirait de jeter un coup d’oeil rapide sur la le・

gislation de notre pays. Sans parler de sa constitution, le Japon s’est efforce de 

suivre dans toute son organisation judiciaire, 1’exemple de !'Europe. Qu’il me soit 

perr凶sde dire quelques mots du nouveau code civil. Le premier projet en avait 

ete execute par un jurisconsulte franc;ais, et il fut sour凶saux debats des cham-

bres. Mais la, on comprit qu'il et叫 necessaired官udierplus profondement les 

codes des divers etats europeens et de les comp訂・erles uns avec les autres a位1

de recueillir dans chacun d’eux ce qu'il y avait de meilleur et de plus approprie 

a notre nation, car il nous fallait tenir compte des coutumes inveterees du pays, 

coutumes avec lesquelles il aurait ete dangereux de rompre tout d’un coup. Dans 

ce but une commission speciale fut instituee, composee de jurisconsultes Ja-

ponais剖nsique d’hommes eclaires de diverses professions. Cette commission, 

grike a un travail assidu, reussit a elaborer un second projet, lequel fut vote par 

la majorite des chambres. Le nouveau code civil japonais est donc l'reuvre d’une 

etude approfondie et de reflexions tr色Sminutieuses; il s’ensuit que cette reuvre 

ne sera pas leg色rementr司eteeOU revisee. 

De plus, le 15 j凶n 1898 une loi et叫 promulgueeconceロrant

!'application des lois en general. C’est cette loi qui jusqu’a present, r色gleles prin・
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cipales mati色resdu droit interτlational prive. r.;’esprit g白eral q凶 ag凶dela com-

mission speciale d釘lsla redaction de cette loi, a ete de se conformer aux 

opinions des plus savantes autorit白 juridiquesde l'Europe et par dessus tout 

aux reuvres de la Conference de La Haye pour le droit international prive, 

lesquelles sont considerees comme edictant des doctrines universellement re・

connues. 

Le d白irardent qu’a le Japon d’etre admis a p訂 ticiperaux conventions 

deja conclues et encore a conclure ne semblera donc pas temeraire, pour peu 

qu’on veuille se representer le progr白 accomplidans ce pays dans les demi色res

annees. Near町 10ins,pour que ce droit d’adhesion soit accorde par les puissances 

europeennes en toute connaissance de cause, il me semble necessaire de prou-

ver scientifiquement deux choses : 

1°. Que l’application de la loi japonaise aux japonais q凶 residentdans 

un des pays interesses, consequence de !'adhesion du Japon aux 

conventions, ne peut en aucune fa<;on porter prejudice a I’ordre 

public ou aux interets sociaux de ce pays, parce que la loi ja-

ponaise est conforme en principe aux lois des etats europeens. 

2°. Que l’adhesion du Japon aux conventions est tr白 facilepo町 leJa-

pon lui-meme ; qu'il n’a besoin pour cela d'apporter aucun charlge-

ment considerable dans son droit dont le principe est celui meme 

dont les conventions ont consacre la pr・edominance; qu'il s’ensuit 

donc que !'admission du Japon dans les conventions ne peut en au-

cune mani色reaugmenter les difficult白 deregler les conflits de 

droits. 

Pour le prouver, je prendrai la liberte de mettre a la disposition de mes-

sieurs les delegues un exemplaire du code ci羽Idu Japon, lequel contient aussi le 

texte de la loi du 15 j凶n1898 concernant !'application des lois en general ainsi 

que la loi sur la nationalite. Jモmettraien outre le voeu que les honorables dele・

gues ve凶且entbien prendre connaissance de quelques-uns des articles qui y sont 
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contenus. 

Au sujet du 1 ., point il serait a desirer qu’b veuillent bien parcourir : 

pour le mariage, 

les art. 765-787; 

pour les effets du mariage sur lモtatet la capacite de la femme, 

les art. 14-18, 725-788; 

pour les effets du mariage sur les biens des 句oux,

les art. 793-807; 

pour les effets du mariage sur la legit卸由edes enfants, 

l’a此.836; 

pour le divorce, 

les art. 808-819; 

pour les effets du divorce, 

les art. 729, 739, 812, 819; 

pour la tutelle des mineurs, 

les art. 3-6, 877・889(puissance patemelle) et les 

訂 t.900-953(tutelle); 

pour la tutelle des majeurs, 

les紅 t.7-13, 900-953; 

pour les successions, 

les art. 964-1059; 

pour les testaments, 

les art. 1060-1144;0) 

po町 laprocedure ci討le,(2J 

les a此.88 (caution ,,judicat町nsolvi“）， 

92 (assistance judiciaire), 

152, 153, 155, (signification d’actes), 

288 (commissions rogatoires), 

514, 515 (execution des jugements etran-
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gers). 

Ence q凶 concemele 2e point, je rel色veraidans la loi concemant 

!'application des lois en g白 eral:

pour le mariage, 

l’art. 13; 

pour les effets du m創iage,

les訂t.14, 15; 

pour le divorce, 

l’a此.16; 

pour la tutelle, 

les art. 4, 5, 23; 

pour les successions, 

l’訂t.26; 

pour les testaments, 

l’art. 27. 

Tels sont les differents articles qui peuvent renseigner d’une mani色re

com pl色tesur la question. Je ferai rem訂 querencore .• a propos des successions et 
des testaments, le fait suivant qu’＇il me semble important de bien comprendre : 

”les etrangers ont au Japon la jouissance de tous les droits prives a !'exception 
de ceux qui leur sont refuses p訂leslois et ordonnances ou par les traites”（訂t.2

du code ci羽l).Or，且ya une ordonnance qui refuse a出合rangersla prop出 tede 

lateηe, et ce fait est stipule dans les trait白 decommerce et de na吋gationcon-

clus entre le Japon et les autres pays. Cette ordonnance ne doit en rien inq凶ふ

ter, car elle n’est qu’un reste du r匂imede l'extra-territorialite et cessera sans 

doute bient6t, du moins tel est mon a羽s,d’exister. D’aille町 s,les etrangers jouis-

sent de tous les autres droits, entre autres du droit de superficie (bail a terme 
山知lite).Pourtant il faut reconna!tre que la restriction q凶 setrouve dans 

!'article precite n'est pas sans avo註unece氏 自e凶 luencesur le r岳山田 dessuc-

cessions, en p訂 tic叫iersur 1’application de l'art. 7 du projet transactionnel con-
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cemant les successions et les testaments. Mais comme !'application de cette 

restriction est reconnue ou r白erveep訂 l'a比 6du meme projet, il s’ensuit que 

notre loi est vraiment en accord parfait avec les projets. 

Quant a la faillite, il est difficile de dire quelle est la loi actuelle de notre 

pays, puis qu’m nouveau projet de loi va etre凶cessammentso町出品la decision 

des chambres. Mais je puis affi立nerqu'il sera tenu le plus grand compte des deci-

sions prises dans !'honorable assemblee ici reunie. Ces decisions seront soumises 

邑lモtudeapprofondie du gouvemement imperial. Les se叫esdifficultes q国 pour-

rant se presenter sont celles q凶 resultentde la distance, obstacle evidemment 

pour la publication de la declaration de faillite ainsi que pour la reconnaissance 

des creances et par suite pour la fixation de la Somme a payer a chacun des cre-

anders. Je me flatte pourtant qu'il sera possible, grace a l’etude approfondie que 

fera la commission des doctrines de la conference, de regler ces difficult白 con-

formement aux principes que VOUS edicterez. 

Des reflexions du meme ge町 ene s’appliquent en aucun cas aux ma-

ti色resde la procedure civile. Les avantages immenses qui decouleraient pour 

tous les pays de notre adhesion immediate a la convention qui traite de ces ma-

ti色ressautent aux yeux ; car les inconvenients q叫 resultentde la situation actu-

elle sont grands. Par suite du fait que le Japon n'est pas compris dans la 

convention, il lui est impossible de faire a la demande de l'etranger des signif1ca-

tions d’actes ou d’executer des commissions rogatoires ; nos autorites n’etant, a 

defaut de convention, point competentes a ces effets d’apr色snotre legislation. 

On sent combien cet etat de choses met d’obstacles a la solution des questions 

intemationales. Il est facile d’y remedier imm岳diatement: la procedure civile ne 

traite que de questions de forme sans toucher aucunement au fond ou aux princi-

pes du droit materiel. Les craintes, que l’admission du Japon dans les autres con-

ventions avait pu faire surgir dans l'esprit des delegues europeens, ne peuvent 

en aucun cas se presenter ici. L'adhesion, que nous demandons, ne semble donc 

pas susceptible de so凶everdes difficultes. D’ailleurs entre le Japon et quelques 
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autres etats des conventions internationales concernant ce比剖nsactes ju圃

ridiques, entre autres l’extradition des accuses et celle des condamnes, ont d任ia

ete s泡nees.11 en existe not町 unentune entre le Japon et les Etats-Unis 

d’＇Amerique, et des negociations se po町 S凶vententre le Japon et les Pays-Bas, 

entre le Japon et la Belgique, pour釘討verau meme resultat, tandis que, par un 

protocole additionnel au traite de commerce et de m討gation,l'Allem句評lepeut 

faire usage de la convention dゆ e抵抗anteentre le Japon et d’autre pays concer-

nant !'extradition. 11 existe donc d侵jaun nombre de conventions concernant cer-

回血esmati色resde la procedure ; quelles raisons pourraient faire refuser une 

convention s町 lesautres mati色resdu droit ? 

Mais j'arrive a un point que demandera sans doute de ・1a part des dele・

gues de plus longues r組exions: je veux dire les questions de famille. Maigre 

tout mon d倒 rd’arriver a une四 tenterapide, je ne p凶sme dissim叫erqu’une 

etude un peu approfondie des articles que j’ai eu l'honneur de citer plus haut a 

ce su et sera peut-etre necessaire pour qu’on se convainque que les differences 

que l’on pourra constater ne sont p邸 aussig釦 desqu’onaurait pu se !'imaginer. 

Elles e姐stentpou比釘lt,c’est e＇辻dent,mais nous sommes certains que les gouver-

nements des pays interesses voudront bien se donner la peine de se convaincre 

qu’elles n'ont au fond rien d’absolument incompatible avec les principes moraux 

qui regissent chez eux l'ordre public et les interets sociaux ; et en tous c田， le

gouvernement imperial serait dispose a etudier les changements qu'il lui serait 

possible d’apporter a la p紅白 desa legislation q凶 concernece suiet pour la ren-

dre plus conforme aux doctrines de la conference. Ce travail d'enquete deman-

dera sans doute un ce比aintemps aux gouvernements 包括resses,et nous nous 

verrions obliges d’a抗endreav，釦td’adherer aux conventions concernant les ques-

tions de famille. Nous nous inclinerions, convaincus que nous son町lesque 

尚tudede nos p血 cipesne peut que nous etre avantageuse et qu'elle nous田 sur-

erait le也叫td’entrer dans les conventions sur la famille dans un delai plus ou 

moins long. Mais cela ne devrait en aucun C出 etreconsidere comme un obstacle 
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a notre adhesion irrunediate a la convention sur la procedure civile, mati色requi, 

comme nous esperons l'avoir prouve, n’est pas de nature a so叫everdes cr剖ntes

et sur laquelle une entente ne peut dormer que des avantages a tous les gouveト
nements interesses. Le fait d’adherer a certaines conventions, en attendant qu’il 

soit possible d’obtenir l’adJ:凶ssionaux autres, n’est nullement en contradiction 

avec les principes de la conference ; ce fait a d’剖且eursd俗 eudes precedents, 

ainsi que messieurs les delegues le savent, en ce q叫 concemela s泡naturedes 

conventions entre les divers etats in凶resses.

C’est donc en toute confiance que nous soumettons ce memoire a 
出印刷ialiteeclair白 de!'honorable assemblee. Nous sommes persuades qu'elle 

voudra bien en te凶rcompte et se montrer g血ereuseenvers un pays q凶田pirea 

introduire chez lui tous les principes de la plus haute civilisation afin de les met-

tre en pratique au profit du developpement necessaire des relations pacifiques 

dumonde, q凶 enbeneficiera d’autant plus des conventions. 

(1) Il 剖 sted榊 uneconvention speciale sur les successions entre le Japon, 

l’Allemagne, la Belgique et !'A.I沼leterre.

(2) Les textes sont邑peupr白 lesmemes que ceux de la procedure allemande. 
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（翻訳）

日本代表団の覚書

日本は，ヨーロッパ文明に従って発展することを強く望みます。この50年の

間，日本は，大変な努力を重ね，成功に向けて大きな犠牲を自らに課してきま

した。その聞，日本は，自らに課した課題の遂行の助けとなった多くの国の親

切＊Iと支援に恵まれました。今日，帝国政府代表は，ヨーロッパ列強諸国の代

表とともに，初めてハーグ国際私法会議への参加が許されました。日本政府が

そのような特別の計らいを望んだのは，優れた法律家が出席するこの会議の作

業によって国際私法の普遍原則が確立されていくことを理解し，この高等な会

議で練り上げられた諸条約に加入することを希望するからであります。このこ

とは，この会議への帝国政府の代表の出席によって容易になるでしょう。それ

ゆえ，日本は，何よりも，非ヨーロッパ国家の会議へ出席を許可して下さった

ヨーロッパ列強諸国に対して深い感謝の念を表しなければならないと感じてい

ます。また，この件に関する交渉を成功させるために疑いなく大きな努力を傾

けて下さったオランダ王国政府に対しでも謝意を表しなければならないと思い

ます。

日本とヨーロッパ各国との聞で発展し，ますます緊密化している関係に鑑み

ると，上記の国際的な諸条約が極東に位置する我が国においても効力を有する

ということは，実際上，極めて重要なことであります。このことは，あまりに

も明白であり，あえて主張するまでもありません。しかし，そのようなことが

可能なのでしょうか。日本には，東洋文明の多くの名残，多くの偏見，ヨー

ロッパの良俗に反する多くの慣習が，まだ存在してはいないのでしょうか。日

本には，ヨーロッパ的原則に従った法制度の基礎が既にあるのでしょうか。私

は，若干の言葉を費やして，ここに参加している尊敬すべき代表諸兄が抱いて

いるかもしれない不安を和らげさせて頂きたく存じます。第一に，私は，日本

は，少なくとも基本的な制度に関する点では，ヨーロッパ国家であるというこ

とを断言させて頂いてよいと思います（差異は確かにありますが，細部においてで

す。）。このことは驚くべきことではありません。なぜならば，よく知られてい
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るように，我々は，忍耐強く熱心に調査を行い，多くの学生を権威ある大学へ

派遣し，その学生たちは，自由で実践的な哲学の大いなる理念によって，現代

において我が国がいかになり得るのか，いかにあらねばならないのかを理解し

たその日から，情熱を燃やしてきたからであります。我々は，そのようにして

会得した諸制度を実際に我が国の制度として導入し，適用しており，しかも，

大きな成功を収めています。

このことを納得して頂くには，我が国の法制度を一瞥して頂ければ十分です。

日本は，憲法は言うに及ばず，すべての司法組織において，ヨーロッパの例に

従うべく努力をしてきました。新しい民法について若干説明させて頂きたく存

じます。その最初の草案はフランス人法律家によって作成され，議会の審議に

委ねられました。しかし，その審議の過程で，我が国にとってよりよい，より

適切なものを選択するには，様々なヨーロッパ諸国の法典をより深く学び，そ

れらを比較することが必要であることが判明しました。というのは，我が国に

根付いた慣習，すなわち突然断絶する虞があった慣習を考慮しなければならな

かったからです。そのために，日本人法律家や様々な専門の有識者により構成

された特別委員会が設置されました。この委員会は，熱心に作業を進めた結果，

第二草案を作り上げ，議会の多数によって採択されました。この新しい日本民

法は，深い研究と綿密な考察に基づく作品であり，軽々しく否決されたり，修

正されたり叫はしないのです。

加えて， 1898年6月15日ペ一般的な法の適用に関する法律が公布されまし

た。現在まで，国際私法の主要事項を規律しているのはこの法律です。その法

律の起草において特別委員会を導いた一般的精神は，ヨーロッパの権威ある法

学者の意見と，そして何よりも，普遍的に認められた原則を規定していると考

えられているハーグ国際私法会議の成果と一致しています。

したがって，既に締結された又は今後締結される諸条約に加入することを認

めて頂きたいという日本の強い希望は，日本で近年達成された進歩に思いを致

せば，決して無謀なこととは思われません。とはいえ，理由を完全にご理解頂

いた上でヨーロッパの列強諸国に日本の加入の権利を認めて頂くには， 2つの

ことを科学的に証明する必要があるように思われます。
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(1) 日本が諸条約に加入することによって，利害関係国のうちの一国に居住

している日本人に対して日本法を適用することになるとしても，日本法はヨー

ロッパ諸国の法と原則として一致しているため，決してその国の公序又は社会

的利益を害することはないということ。

（到 日本が諸条約に加入することは，日本にとって容易なことであること。

すなわち，日本法の原則はこれらの条約が用いている支配的な原則と同じであ

るので，大きな変更をする必要がないこと。したがって，日本の諸条約への加

入を認めることは，決して法の抵触を規律する困難を増やすことにはならない

こと。

このことを証明するために，一般的な法の適用に関する 1898年6月15日制

の法律や国籍法の条文とともに，日本の民法の写しを代表諸兄が自由にご覧頂

けるよう提出させて頂いております。そして，尊敬すべき代表諸兄がそこに含

まれる条項のいくつかをよく理解して下さるよう望むものであります。

上述の第一の点については，以下をよくご覧頂ければ幸いです。

婚姻については，

765条から 787条＊50

婚姻の身分的効力及び妻の行為能力については，

14条から 18条及び725条から 788条判。

配偶者の財産に対する婚姻の効力については，

793条から 807条。

子の嫡出性に対する婚姻の効力については，

お6条。

離婚については，

808条から 819条。

離婚の効力については，

729条， 739条， 812条， 819条。

未成年者の後見については，

3条から 6条， 877条から 889条（親権）及び900条から 9日条（後

見）。
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成年者の後見については，

7条から 13条及び900条から 9日条。

相続については，

964条から 1059条。

遺言については，

1060条から 1144条。（！）

民事手続については＜2>,

88条（訴訟費用支払保証人）， 92条（訴訟上の救助）， 152条， 153条，

155条（文書の送達）， 288条（裁判事務の嘱託）*7, 514条及び515条

（外国判決の執行）。

上述の第二の点については，一般的な法の適用に関する法律の中から，以下

のものを取りあげます。

婚姻については，

13条。

婚姻の効力については，

14条及び15条。

離婚については，

16条。

後見については，

4条， 5条， 23条。

相続については，

26条。

遺言については，

27条。

これらが，上記の問題について完全に答えを与える諸条項であります。さら

に，相続及び遺言に関して，よく理解して頂くことが重要であると思われるこ

とを申し添えます。すなわち，「外国人ハ法令又ハ条約＊8ニ禁止アル場合ヲ除

ク外私権ヲ享有スJ（民法2条）という点です。この点，外国人に対して土地のー

所有権の享有を禁止する太政官布告があり，このことは，日本と諸外国との間
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で締結された通商航海条約においても定められています。この太政官布告は何

ら不安材料ではありません。なぜならば，それは，治外法権制度の名残でしか

なく，少なくとも私の見解によれば，まもなく存在しなくなるからです。さら

に，外国人は，その他のすべての権利，とりわけ，地上権（期間の定めのない賃

貸借）を享有することができます。もっとも，上述の条項にある制限が，相続制

度に関して，とりわけ，相続及び遺言に関する作業草案の第7条の適用に関し

て一定の影響を与えることは認めなければなりません。しかし，その制限の適

用は，同草案第6条によって承認又は留保されているため，我が国の法律は草

案と完全に調和します。

破産に関しては，今まさに新たな法律草案が議会に付議されているところで

あり，我が国の現行法がどのようであるかを述べることは困難です。しかし，

この尊敬すべき会議で採用された決定に十分に配慮するであろうということを，

私は断言できます。帝国政府は，深い研究に基づいて決定を行うでしょう。距

離が遠く離れていることがもたらす困難だけはいかんともしがたく，そのこと

は，破産宣告の公告や債権の確定，その結果として，各債権者に対して支払う

総額の確定にとって明らかに障害となります。しかし，私は，議会の委員会が

この会議の原則を深く研究し，上述の困難がこの会議が定める原則jに従って解

決されることを期待しています。

同様のことは判民事訴訟に関する事項については決して当てはまりません。

この事項に関する条約への我が国の加入によってすべての国に大きな利益が生

じることは一目瞭然です。なぜならば，現状における不都合が大きなものだか

らです。日本がこの条約に加入していないため，日本は，外国からの嘱託によ

る文書の送達や裁判事務の実施をすることができません。我が国の当局は，条

約がなければ，我が国の法規に基づいてそれらのことを行う権限はありません。

このような現状がどれほど国際的な事案の解決の障害となっているか明らかで

しょう。この現状は簡単に直ちに解決することができます。民事手続は，実体

法の実質にも原則にもまったく触れることなく，形式的な問題しか扱わないか

らです。他の条約への日本の加入の許可についてヨーロッパの代表諸兄が些か

でもお持ちの不安は決してここでは生じることはありません。それゆえ，我々
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が求めている加入は，困難を惹起する可能性があるとは思われません。その上，

日本といくつかの外国との聞には，一定の法的な行為に関する国際条約，とり

わけ被告人や刑の宣告を受けた者の引き渡しに関する国際条約が既に署名され

ています。特にそのうちの一つは日本とアメリカ合衆国との聞に存在しており，

また，日本とオランダ，日本とベルギーとの聞では，それと同様の条約の締結

交渉が続いていますし， ドイツは，通商航海条約の追加議定書によって，既に

存在する日本と第三国との聞の犯罪人の引き渡しに関する条約を援用すること

ができます。したがって，一定の手続事項に関する条約は既にいくつか存在し

ます。他の法律事項についての条約を拒絶するいかなる理由がありましょうや。

さて，代表諸兄にとってさらなる検討を要する点に話を移します。すなわち，

家族に関する問題をお話ししたいと存じます。私としては早く条約への加入が

実現することを願ってはおりますが，この問題に関し，差異が，思ったほどには

大きくないということを理解していただくためには，前の部分で引用させて頂

いた条項についてのより深い検討がおそらく必要であることを認めざるを得ま

せん。差異は明らかに存在しております。しかし，利害関係国政府は，それら

が実はそれぞれ自国において公序及び社会的利益を支配する道徳の原則と絶対

的に相容れないものではないことを理解する努力をしてくださるであろうと確

信しています。そして，帝国政府は，この問題に関する自国法規の一部につい

てこの会議の原則により順応させるための可能な変更をいつでも喜んで検討い

たします。おそらく，利害関係国による調査には一定の時聞がかかることで

しょうし，我々自身，家族の問題に関する条約への加入が可能になるにはなお

待たなければならないと，思っております。我が国の法原則に関する検討が，

我々自身のためのものであり，また，一定の期間のうちには家族に関する条約

に加入する権利を我々に保証するであろうことを確信し，この点は当面あきら

めます。しかし，このことが民事訴訟に関する条約に我が国が直ちに加入する

ことの障害になるとお考えになってはなりません。それは，我々が証明できた

と期待するように，利害関係国政府に不安を抱かせるような性質のものではな

いことであり，我が国の条約加入は利害関係国政府に利益のみをもたらすこと

になるのです。他の条約への加入が認められるよう期待しつつ，一定の条約に
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加入することは，何らこの会議の原則に矛盾するものではありません。その上，

代表諸兄も御存知のとおり，利害関係国の聞における条約の署名について既に

そのような前例があります。

それ故，我々は，信頼をもって，見識と公正さを兼ね備えた箪敬すべきこの

会議にこの覚書を提出することとします。この会議が，この覚書をご検討して

下さり，世界の平和的関係の必要な発展に資するために，より高度な文明のす

べての原則を導入しようと強く望む我が国に対して，寛大な態度を示して下さ

ると我々は確信しており，世界は，そのことによって，諸条約からより一層の

利益を得ることになるでありましょう。

※ 注のうち，括弧に入れられた数字の注は，原文の注の翻訳であり，＊の付された

数字の注は，訳注である。なお，掲載した覚書は，外交史料館所蔵の「園際私法上

ノ法規統一高圏曾議一件」に収載されている覚書（以下，「外交史料版Jと呼ぶ。）

であるが，この他にも， ACτ'ESDES LA QUAT国自MECONFERENCE DE LA HAYE 

POUR LE DROIT町TERNATIONALPRIV首， 1904,p.139 et s凶v.に掲載されている覚

書（以下，「ハーグ版Jと呼ぶ。）がある。両者には，仏文の表記が異なる点があり，

その多くは，＂ delegue’＇， "gouvernement”，“加perial”，“coぱ＇erence”，“convention",

“chambres”の各単語の頭文字が，小文字（外交史料版）か大文字（ハーグ版）か，

本文中の“article”の単語が省略形か否かといった差異であるが，その他にも若干の

差異が見られるため，それらについては，訳注として，記載することとする。

* 1 外交史料版では，“beinveillance”となっているが，ハーグ版では，“bienveil-

lance”とされている。

*2 外交史料版では，“re叫see”となっているが，ハーグ版では，“revisee”とされて

いる。

*3 法例の施行日は実際には 1898年6月21日であった。

*4 前掲記＊ 3参照

*5 外交史料版では，“765司 787”となっているが，ハーグ版では，“765,787”となっ

ている。ただし，外交史料版も，コンマが付された上からハイフンが記載（手書き

のように思われる。）されている。

*6 外交史料版では，“725・788”となっているが，ハーグ版では，“725,788”となっ

ている。ただし，外交史料版も，コンマが付された上からハイフンが記載（手書き

のように思われる。）されている。
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(1) この点については，日本， ドイツ，ベルギー及びイギリスの聞に既に特別の条約

が存在する。

(2) これらの条文は， ドイツの手続に関するものとほとんど同じである。

*7 当時の民事訴訟法（大正 15年法第61号による改正以前の明治23年法第29号）

中の，外国において行う証拠調べに関する民事訴訟法281条の誤りではないかと考

えられる。

*8 外交史料版では，“traites”となっているが，ハーグ版では，吋raites”とされて

いる。

*9 外交史料版では，“reflexions”となっているが，ハーグ版では，“r岨.exions”と

されている。
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之
依
テ
該
問
題
ハ
目
下
蘭
園
政

府
ノ
委
員
ニ
於
テ
詮
議
中
ナ
ル
旨
回
答
候
ニ
付
本
官
ハ
既
ニ
帝
園

ノ
参
列
ニ
付
各
園
政
府
カ
同
意
ヲ
表
シ
タ
ル
以
上
ハ
該
傑
項
ノ
知

キ
ハ
次
回
曾
議
ニ
於
テ
知
何
様
ニ
モ
修
正
ス
ル
ヲ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ト

思
量
候
旨
申
述
候
処
兎
ニ
角
現
今
委
員
二
於
テ
詮
議
中
ナ
ル
ヲ
以

テ
其
終
結
次
第
更
ニ
何
分
ノ
返
答
ニ
可
及
ト
ノ
事
ニ
有
之
績
テ
同

十
四
日
第
八
号
貴
電
接
到
ニ
付
直
ニ
半
公
信
ヲ
以
テ
外
務
大
臣
へ

其
旨
ヲ
申
入
レ
及
催
促
候
処
別
紙
第
一
号
寓
ノ
通
リ
回
答
申
越
候
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後
十
八
日
再
ヒ
第
九
号
貴
殿
到
達
ニ
付
即
日
外
務
大
臣
ヲ
訪
問
シ

御
来
示
ノ
趣
陳
述
致
候
処
同
大
臣
ハ
其
後
折
角
往
復
中
ナ
ル
モ
未

タ
最
後
ノ
回
答
悉
皆
纏
ラ
ス
尚
何
分
ノ
確
答
ヲ
奥
フ
ル
能
ハ
サ
ル

趣
ニ
付
本
官
ハ
蘭
園
政
府
カ
今
日
直
不
砂
斡
旋
ノ
勢
ヲ
執
リ
タ
ル

ハ
本
官
ノ
感
謝
ス
ル
ト
コ
ロ
ナ
レ
ト
モ
如
何
セ
ン
帝
園
政
府
ノ
委

員
カ
本
邦
ヲ
出
量
ス
ル
ノ
時
期
既
ニ
切
迫
シ
此
上
遷
延
ス
ル
ト
キ

ハ
折
角
同
大
臣
ノ
尽
力
ニ
依
リ
協
議
纏
マ
ル
モ
時
機
後
レ
事
実
其

詮
ナ
キ
ニ
至
ル
ノ
虞
ア
リ
就
テ
ハ
関
係
列
圏
中
同
意
ヲ
表
ス
ル
者

既
ニ
多
数
ニ
至
リ
タ
ル
旨
本
官
ニ
於
テ
伝
聞
セ
シ
ニ
付
此
際
右
多

数
ノ
回
答
ニ
基
キ
断
然
招
待
状
ヲ
殻
ス
ル
事
結
ハ
サ
ル
ヤ
若
又
右

相
叶
ハ
サ
ル
モ
ノ
ト
セ
ハ
最
早
他
ニ
手
段
ナ
シ
ト
思
考
ス
ル
ヲ
以

テ
本
官
ヨ
リ
帝
園
政
府
ニ
電
報
シ
其
未
タ
同
意
ヲ
表
セ
サ
ル
列
園

政
府
へ
直
接
交
渉
ヲ
試
ム
ル
様
申
遺
度
ニ
付
該
園
名
ヲ
本
官
ニ
指

示
シ
併
セ
テ
右
手
段
ヲ
執
ル
ニ
付
同
大
臣
ノ
承
諾
ヲ
得
度
旨
申
出

候
蓋
シ
右
第
一
案
ハ
元
来
本
件
ニ
関
ス
ル
僚
約
議
定
ノ
後
是
ニ
調

印
ス
ル
ト
及
追
テ
之
ヲ
批
准
ス
ル
ト
セ
サ
ル
ト
ハ
勿
論
各
国
政
府

ノ
随
意
ニ
候
得
共
該
舎
議
ニ
於
ケ
ル
一
切
ノ
問
題
ハ
委
員
多
数
ノ

投
票
ニ
依
リ
決
議
致
候
儀
ニ
有
之
由
テ
此
主
義
ヲ
引
用
シ
テ
列
園

政
府
回
答
中
多
数
ノ
旨
趣
ニ
基
キ
招
待
状
ヲ
護
ス
ル
モ
強
チ
穏
当

ヲ
欠
ク
コ
ト
無
カ
ル
ヘ
ク
ト
思
考
シ
タ
ル
故
ニ
有
之
又
タ
第
二
案

(16) 
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公
信
第
九
号

園
際
私
法
上
ノ
事
項
ニ
関
ス
ル
列
園
同
盟
焼
約
二
加
盟
ノ
件

帝
園
政
府
ニ
於
テ
園
際
私
法
上
ノ
事
項
ニ
関
ス
ル
列
園
同
盟
傑
約

二
加
盟
ノ
件
ニ
付
テ
ハ
客
歳
入
月
十
日
付
公
信
第
三
人
号
ヲ
以
テ

同
旦
直
蘭
園
政
府
ト
交
渉
ノ
顛
末
申
進
候
来
同
年
十
月
七
日
付
送

第
三
八
号
ヲ
以
テ
帝
国
法
律
摘
要
書
御
回
付
相
成
リ
同
十
一
月
廿

日
接
到
致
候
ニ
付
直
チ
ニ
別
紙
寓
ノ
知
キ
口
上
書
ヲ
添
へ
之
ヲ
外

務
大
臣
へ
送
付
シ
併
テ
本
邦
ヨ
リ
委
員
派
遣
ニ
付
テ
ハ
不
砂
時
日

ヲ
要
ス
ル
ヲ
以
テ
折
角
列
園
政
府
ノ
協
議
纏
リ
候
共
右
時
日
無
之

様
ニ
テ
ハ
其
詮
ナ
キ
ニ
依
リ
列
園
政
府
ト
ノ
交
渉
ハ
可
成
速
カ
ニ

完
結
候
様
尽
力
有
之
度
旨
依
頼
致
置
候
其
后
未
タ
蘭
闘
政
府
ノ
回

答
ハ
受
領
不
致
候
得
共
時
々
同
大
臣
ニ
面
曾
ノ
序
ヲ
以
テ
本
件
ノ

成
行
ヲ
聞
合
セ
候
処
蘭
園
政
府
ハ
右
口
上
書
ニ
接
ス
ル
ヤ
該
摘
要

書
ヲ
印
刷
ニ
付
シ
前
報
ノ
如
ク
帝
園
政
府
ノ
委
員
次
回
ノ
同
舎
議

ニ
参
列
ノ
件
ニ
付
キ
関
係
列
園
政
府
ノ
同
意
ヲ
求
ム
ル
為
メ
蘭
園

政
府
ヨ
リ
照
曾
ヲ
殻
シ
タ
ル
趣
ニ
有
之
而
テ
本
月
二
日
付
大
臣
ヨ

リ
列
圏
中
数
ケ
園
ハ
既
ニ
回
答
ヲ
送
リ
越
シ
其
分
ハ
何
レ
モ
同
意

ヲ
表
シ
参
リ
候
得
共
未
タ
悉
皆
ノ
回
答
ニ
接
セ
サ
ル
旨
並
ニ
次
回

ノ
会
議
ハ
愈
来
ル
五
月
十
六
日
ヨ
リ
開
曾
ノ
事
ニ
決
定
セ
シ
趣
談

話
有
之
候
依
テ
本
官
ハ
前
陳
ノ
通
リ
本
邦
ヨ
リ
委
員
派
遣
ノ
都
合

有
之
ニ
付
可
成
ハ
此
際
其
回
答
未
済
ノ
列
園
ニ
対
シ
催
促
ア
リ
タ

キ
旨
及
依
頼
候
慮
同
大
臣
ハ
之
ニ
謄
シ
其
翌
日
ヲ
以
テ
催
促
状
ヲ

護
送
ス
ヘ
キ
旨
約
諾
被
致
候
市
テ
是
等
各
園
ニ
於
テ
モ
多
分
異
存

ナ
カ
ル
ヘ
ク
ト
被
存
候
ニ
付
其
回
答
相
纏
マ
リ
次
第
直
チ
ニ
帝
園

政
府
ニ
向
ケ
同
曾
議
ニ
参
列
ノ
案
内
状
護
付
ノ
都
合
ニ
有
之
候
間

愈
右
様
ノ
運
ニ
至
リ
候
ハ
パ
直
チ
ニ
電
信
ヲ
以
テ
可
申
進
候
得
共

該
委
員
任
命
ノ
儀
ハ
諜
メ
御
詮
議
相
成
候
方
可
然
ト
思
考
致
候
右

昨
四
日
護
第
一
号
電
信
ノ
説
明
穿
申
進
候
敬
具

明
治
品
川
七
年
二
月
五
日

在
欄特

命
全
権
公
使

外
務
大
臣
男
爵

小
村
寄
太
郎
殿

【
資
料
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(15) 

三
橋
信
方

明
治
三
七
年
三
月
二
八
日
付
公
信
第
二
四
号

公
信
第
二
四
号



第7号（2005)

曾
シ
テ
帝
園
政
府
ノ
希
望
ヲ
詳
述
、
ン
併
セ
テ
本
官
ニ
於
テ
ハ
委
員

中
ニ
於
ケ
ル
前
記
反
封
論
ノ
知
キ
ハ
甚
タ
謂
レ
ナ
キ
モ
ノ
ト
思
考

候
事
由
ヲ
陳
弁
致
候
処
熟
考
ノ
上
退
テ
回
答
ス
ヘ
キ
旨
ヲ
被
答
其

後
更
ニ
面
曾
ノ
節
同
大
臣
ノ
答
排
ハ
略
ア
ツ
セ
ル
氏
返
答
ノ
通
リ

ニ
有
之
候
其
第
三
項
ニ
付
テ
ハ
列
園
委
員
中
多
少
ノ
反
封
論
ア
ル

モ
蘭
園
政
府
ハ
敢
テ
異
議
ヲ
有
セ
ス
殊
ニ
貴
諭
ノ
知
ク
日
本
園
政

府
ニ
於
テ
強
テ
之
ヲ
希
望
セ
ラ
ル
ル
義
ナ
レ
ハ
蘭
国
政
府
ヨ
リ
之

ニ
関
シ
列
圏
政
府
ノ
同
意
ヲ
需
ム
ル
為
メ
交
渉
ヲ
遂
ク
ル
コ
ト
ハ

欣
然
可
取
計
二
付
其
旨
一
腰
書
面
ヲ
以
テ
申
越
サ
レ
度
ト
ノ
事
ニ

有
之
候
然
ル
ニ
第
一
項
及
第
二
項
ニ
関
シ
テ
ハ
前
陳
ノ
通
リ
蘭
圏

政
府
ノ
意
見
既
ニ
明
瞭
致
居
此
上
交
渉
ノ
必
要
可
無
之
ト
相
認
メ

候
故
単
ニ
第
三
項
ニ
関
シ
五
月
廿
日
別
紙
甲
号
ノ
通
リ
口
上
書
ヲ

送
リ
候
慮
外
務
大
臣
ハ
同
政
府
委
員
等
ト
協
議
ノ
上
本
月
五
日
ニ

至
リ
乙
号
ノ
通
リ
回
答
申
越
候
問
委
細
ハ
右
ニ
テ
仰
御
了
悉
候
而

テ
右
回
答
中
帝
園
政
府
ノ
委
員
招
待
ニ
関
シ
同
盟
列
園
政
府
ノ
意

見
ヲ
間
合
ス
ニ
当
リ
既
ニ
締
結
セ
ラ
レ
タ
ル
係
約
並
ニ
第
四
田
舎

議
ノ
議
定
議
事
項
目
ニ
記
載
ノ
事
項
ニ
係
ル
帝
園
法
律
ノ
摘
要
書

ヲ
之
ニ
添
付
致
度
ト
ノ
義
ニ
関
シ
テ
ハ
尚
外
務
大
臣
ニ
面
曾
ノ
上

知
此
摘
要
書
ハ
其
調
製
ニ
不
砂
時
日
ヲ
要
ス
ヘ
ク
ニ
付
其
代
リ
ト

シ
テ
帝
国
法
律
全
部
ノ
仰
訳
若
ク
ハ
英
語
ヲ
送
付
セ
ハ
知
何
ト
問
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試
候
慮
同
大
臣
ハ
法
律
全
部
ノ
誇
文
ニ
テ
ハ
極
メ
テ
浩
鴻
ニ
シ
テ

閲
讃
ニ
不
便
ナ
ル
ヘ
ク
殊
ニ
前
年
某
々
園
政
府
ヨ
リ
同
様
ノ
摘
要

書
ヲ
提
出
シ
タ
ル
実
例
モ
有
之
ヲ
以
テ
帝
圏
政
府
ニ
於
テ
モ
可
成

同
様
ノ
書
類
ヲ
提
出
セ
ラ
レ
度
又
列
国
政
府
ト
ノ
交
渉
ヲ
完
了
ス

ル
ニ
ハ
頗
ル
時
日
ヲ
要
ス
ル
ニ
依
リ
右
摘
要
書
ハ
可
成
至
急
送
付

セ
ラ
レ
度
ト
被
答
候
市
テ
同
大
臣
ノ
見
込
一
て
ア
ハ
次
回
ノ
曾
議
ハ

多
分
明
年
五
月
開
曾
ニ
至
ル
ヘ
キ
趣
ニ
候
鹿
知
前
陳
列
園
政
府
ト

ノ
交
渉
頗
ル
時
日
ヲ
要
シ
其
完
結
ノ
上
ナ
ラ
テ
ハ
帝
園
政
府
ニ
招

待
状
ヲ
護
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ハ
勿
論
ニ
有
之
加
之
珠
帝
園
政
府

ノ
委
員
参
列
ニ
決
シ
当
府
ニ
来
着
致
候
ニ
モ
亦
不
砂
時
日
ヲ
要
ス

ヘ
ク
穿
以
テ
右
摘
要
書
ハ
至
急
調
製
御
送
付
相
成
候
コ
ト
必
要
ト

存
候
ニ
付
去
ル
六
日
第
六
号
拙
電
ヲ
以
テ
右
ノ
趣
概
略
・
申
進
タ
ル

次
第
二
有
之
候
本
件
今
日
直
交
渉
ノ
顛
末
具
報
穿
此
段
申
進
候
敬

具
明
治
品
川
六
年
八
月
十
日

在
蘭特

命
全
権
公
使

三
橋
信
方

外
務
大
臣
男
爵

小
村
書
太
郎
殿

(14) 
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帝
園
政
府
ニ
於
テ
園
際
私
法
上
ノ
事
項
ニ
関
ス
ル
列
園
同
盟
保
約

二
加
盟
希
望
ノ
件
ニ
付
轟
ニ
蘭
園
政
府
ト
交
渉
ノ
顛
末
ヲ
具
シ
帝

園
政
府
ノ
意
期
間
仰
回
訓
候
慮
本
年
四
月
二
日
付
送
第
一
人
号
ヲ
以

テ
司
法
大
臣
回
答
寓
添
御
申
越
有
之
右
ニ
依
リ
帝
園
政
府
ハ
（
一
）

次
回
開
曾
ニ
於
テ
該
傑
約
中
ニ
第
三
園
ト
量
ト
モ
加
盟
ス
ル
コ
ト

ヲ
得
ル
趣
旨
ノ
候
項
挿
入
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
（
二
）
一
一
一
ノ
僚
約
二

限
リ
加
盟
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ス
或
ハ
総
テ
ノ
僚
約
二
加
盟
シ
タ
ル

上
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
参
列
ヲ
許
サ
ス
ト
為
ス
カ
如
キ
極
端
ナ
ル
意
見

ハ
成
立
ニ
至
ラ
サ
ル
コ
ト
及
（
三
）
曾
議
ニ
参
列
シ
テ
珠
テ
帝
園

政
府
ノ
意
見
ヲ
護
表
候
義
必
要
ニ
付
此
際
直
チ
ニ
帝
園
政
府
ニ
招

待
状
ヲ
護
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ノ
三
項
ヲ
希
望
セ
ラ
レ
候
趣
了
承
致
候

慮
就
中
右
第
三
項
ノ
旨
趣
ヲ
貫
徹
ス
ル
ヲ
得
ハ
帝
園
政
府
ニ
取
リ

最
モ
便
宜
ト
相
認
候
ニ
付
本
官
ハ
之
ヲ
主
眼
ト
シ
テ
蘭
園
政
府
ニ

交
渉
ス
ル
コ
ト
ニ
相
決
シ
候
先
是
本
件
ニ
関
ス
ル
委
員
中
ニ
ハ
帝

園
ノ
加
盟
ヲ
歓
迎
ス
ル
者
不
砂
候
得
共
亦
之
ニ
反
釘
ヲ
唱
フ
ル
者

モ
有
之
其
主
意
ハ
千
九
百
二
年
十
一
月
十
五
日
付
外
務
大
臣
回
答

書
ニ
陳
述
有
之
候
モ
ノ
ノ
外
尚
ホ
従
来
加
盟
ノ
列
園
ニ
於
テ
ス
ラ

或
ハ
二
プ
候
約
ノ
ミ
ニ
加
盟
セ
ン
ト
云
ヒ
或
ハ
傑
約
中
ノ
某
幌

項
ハ
批
准
シ
難
シ
ト
云
フ
カ
知
キ
モ
ア
ル
ニ
付
此
上
締
盟
園
ヲ
増

加
ス
ル
ト
キ
ハ
其
一
致
同
盟
ヲ
得
ル
上
ニ
於
テ
益
困
難
ヲ
来
ス
ヘ

ク
元
来
本
件
ハ
欧
州
列
園
間
私
法
上
ノ
事
項
ヲ
規
定
ス
ル
ハ
主
意

ニ
出
テ
現
ニ
北
米
合
衆
園
ノ
知
キ
ハ
最
初
ヨ
リ
招
待
セ
サ
リ
シ
モ

ノ
ナ
ル
ニ
依
リ
欧
州
外
ニ
在
ル
日
本
園
ノ
知
キ
ハ
之
ニ
加
盟
ヲ
許

ス
ヘ
カ
ラ
ス
ト
云
フ
ニ
有
之
候
旨
聞
及
候
ニ
付
先
ツ
本
件
ノ
主
管

者
タ
ル
蘭
闘
政
府
委
員
長
枢
密
顧
問
官
ア
ツ
セ
ル
氏
ニ
曾
見
ヲ
求

メ
本
件
目
下
ノ
状
況
聞
合
候
慮
其
答
フ
ル
ト
コ
ロ
ニ
依
レ
ハ
千
八

百
九
十
六
年
ノ
候
約
ハ
其
規
定
ニ
係
ル
五
ヶ
年
間
ノ
経
験
ニ
依
リ

修
正
ノ
必
要
ア
ル
ヲ
認
メ
既
ニ
其
保
項
ヲ
調
査
シ
テ
関
係
列
圏
ニ

移
牒
シ
タ
レ
ト
モ
未
タ
回
答
ニ
接
セ
ス
又
前
回
ノ
曾
議
ニ
提
起
セ

ラ
レ
タ
ル
事
項
ニ
シ
テ
未
タ
傑
約
案
起
州
セ
ラ
レ
サ
ル
モ
ノ
ア
リ

テ
目
下
関
係
委
員
ニ
於
テ
夫
々
調
製
中
ナ
ル
趣
ニ
有
之
依
テ
本
官

ハ
今
回
御
申
越
ニ
係
ル
帝
園
政
府
希
望
ノ
廉
々
ヲ
述
へ
其
貫
徹
ス

ル
様
壷
力
ア
リ
度
旨
依
頼
候
処
第
一
項
ハ
既
ニ
蘭
圏
外
務
大
臣
ト

モ
協
議
済
ニ
シ
テ
蘭
園
委
員
等
ハ
十
分
斡
旋
ス
ル
ト
コ
ロ
ア
ル
ベ

ク
第
二
項
ニ
付
テ
ハ
如
斯
極
端
ナ
ル
意
見
ハ
多
分
可
決
セ
ラ
レ
サ

ル
ヘ
キ
モ
尚
其
成
立
ニ
至
ラ
サ
ル
様
尽
力
ス
ヘ
ク
第
三
項
ニ
関
シ

テ
ハ
同
氏
自
身
ハ
最
モ
賛
成
ナ
ル
ニ
依
リ
外
務
省
ヨ
リ
更
ニ
移
牒

ア
ル
ニ
於
テ
ハ
同
僚
委
員
等
ト
協
議
ヲ
遂
ケ
可
成
帝
園
政
府
ノ
希

望
ヲ
腰
ス
ル
様
努
ム
可
キ
旨
申
聞
候
依
テ
引
績
キ
外
務
大
臣
ニ
面

(13) 



外
務
大
臣
男
爵

小
村
喜
太
郎
殿

【
資
料
6

｝

明
治
三
六
年
三
月
ニ
六
日
付
司
法
省
民
刑
甲
第
四
七

Eヨ
守

第7号（2005)

司
法
省
民
刑
甲
第
四
七
競

本
年
二
月
十
六
日
送
第
一
八
競
ヲ
以
テ
園
際
私
法
上
ノ
事
項
ニ
関

ス
ル
高
園
舎
議
ノ
件
ニ
関
シ
蘭
園
駐
在
帝
園
公
使
ノ
具
申
書
ヲ
添

へ
御
照
曾
ノ
趣
了
承
致
候
関
係
各
国
委
員
ニ
於
テ
従
前
該
曾
議
ニ

参
列
シ
タ
ル
コ
ト
ナ
ク
従
テ
該
舎
議
ノ
成
案
ニ
係
ル
候
約
ニ
加
盟

シ
タ
ル
コ
ト
ナ
キ
第
三
園
ノ
委
員
ヲ
次
回
開
曾
ニ
列
席
セ
シ
ム
ル

ハ
不
可
ナ
リ
ト
ノ
意
見
ニ
有
之
候
上
ハ
蘭
国
政
府
ニ
於
テ
モ
最
初

ノ
申
出
ノ
如
ク
帝
園
政
府
ニ
封
シ
テ
招
待
状
ヲ
護
ス
ル
ノ
運
ニ
難

相
成
儀
ト
存
候
就
テ
ハ
先
以
テ
帝
園
政
府
ノ
必
要
ト
認
ム
ル
候
約

ニ
加
盟
シ
其
上
曾
議
参
列
ヲ
要
求
ス
ル
ノ
方
法
ヲ
講
ス
ル
ノ
外
ナ

カ
ル
ヘ
キ
ニ
付
キ
次
回
開
曾
ニ
於
テ
訴
訟
上
ノ
共
助
ニ
関
ス
ル
候

約
二
修
正
ヲ
加
フ
ヘ
キ
見
込
ニ
有
之
候
ハ
ハ
是
非
共
該
僚
約
中
第

三
園
ト
難
モ
加
盟
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
趣
旨
ノ
僚
項
挿
入
セ
ラ
ル
ル

様
蘭
園
政
府
委
員
ニ
於
テ
壷
力
有
之
度
儀
ト
存
候
他
ノ
一
一
一
候
約
ニ

加
盟
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ヤ
否
ヤ
ニ
付
テ
ハ
慎
重
ナ
ル
調
査
ヲ
要
シ
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謹
ニ
断
定
難
致
事
情
有
之
ニ
因
リ
将
来
取
捨
ノ
齢
地
ヲ
存
ス
ル
為

メ
一
一
一
ノ
候
約
二
限
リ
加
盟
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ス
或
ハ
総
テ
ノ
候

約
二
加
盟
シ
タ
ル
上
ニ
非
サ
レ
ハ
参
列
ヲ
許
サ
ス
ト
為
ス
カ
如
キ

極
端
ナ
ル
意
見
ハ
成
立
ニ
至
ラ
サ
ル
様
是
亦
壷
力
有
之
度
儀
ト
存

候
尤
モ
何
レ
ノ
僚
約
ニ
加
盟
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
付
テ
モ
其
修
正
等
ノ

討
議
ニ
参
奥
シ
諌
テ
帝
国
政
府
ノ
意
見
ヲ
罷
表
致
置
候
儀
必
要
ニ

有
之
候
間
自
然
関
係
各
国
間
ニ
於
ケ
ル
再
膳
ノ
協
議
ニ
依
リ
此
際

直
ニ
帝
園
政
府
ニ
招
待
状
ヲ
護
ス
ル
コ
ト
ニ
付
キ
異
議
ナ
キ
ニ
至

リ
候
ハ
ハ
最
モ
便
宜
ト
被
存
候
以
上
ノ
趣
旨
ヲ
酪
酌
シ
適
宜
蘭
園

政
府
へ
協
議
致
候
様
更
ニ
同
園
駐
在
公
使
へ
訓
令
相
成
度
此
段
及

回
答
候
也

明
治
三
十
六
年
三
月
二
十
六
日

司
法
大
臣
男
爵
清
浦
杢
吾

外
務
大
臣
男
爵
小
村
喜
太
郎
殿

【
資
料
7

】

明
治
三
六
年
八
月
十
日
付
公
信
第
三
八
号

公
信
第
三
八
号

園
際
私
法
上
ノ
事
項
ニ
関
ス
ル
列
園
同
盟
条
倹
約
ニ
加
盟
之

件

(12) 



173 

ニ
相
答
候
依
テ
本
官
ハ
事
実
右
ノ
次
第
ナ
レ
ハ
今
更
致
方
可
無
之

モ
若
シ
帝
園
政
府
カ
来
年
秋
季
ノ
開
曾
ニ
先
チ
今
回
来
示
ノ
通
リ

該
傭
約
ヲ
列
園
政
府
ト
締
結
ス
ル
コ
ト
ヲ
希
望
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
蘭

園
政
府
ハ
之
ニ
関
シ
紹
介
ノ
勢
ヲ
執
リ
該
候
約
締
結
ノ
運
ニ
取
計

フ
ヘ
キ
ヤ
ノ
旨
問
試
ミ
候
処
同
大
臣
ハ
蘭
園
政
府
ニ
於
テ
右
様
紹

プ
ロ
ジ
ュ

1

．

介
ノ
勢
ヲ
執
ル
ハ
敢
テ
辞
セ
サ
ル
ト
コ
ロ
ナ
レ
ト
モ
別
紙
議
定
議

ド
‘
プ
ロ
グ
ラ
ム

事
項
目
ニ
記
載
ノ
通
リ
次
回
ノ
舎
議
ニ
於
テ
ハ
同
僚
約
ノ
各
通

ニ
渉
リ
修
正
若
ク
ハ
追
加
ヲ
為
ス
筈
ナ
ル
ヲ
以
テ
該
保
約
ハ
執
レ

モ
完
備
ノ
モ
ノ
ト
ハ
云
ヒ
難
ク
此
際
斯
ク
不
完
備
ノ
傭
約
ヲ
締
結

ス
ル
モ
敢
テ
其
詮
無
カ
ル
ヘ
ク
又
関
係
列
国
政
府
ニ
於
テ
モ
同
様

ノ
意
見
ヲ
有
ス
ル
ナ
ル
ヘ
キ
ニ
依
リ
寧
ロ
今
回
通
牒
ノ
知
ク
該
傑

約
中
ニ
加
盟
手
績
ニ
関
ス
ル
候
項
ヲ
挿
入
ス
ル
ノ
提
議
可
決
ス
ル

ヲ
侠
テ
加
入
セ
ラ
ル
ル
方
簡
便
ナ
ル
ヘ
シ
ト
述
ラ
レ
又
関
係
列
園

政
府
委
員
中
ニ
ハ
甲
圏
ハ
該
保
約
中
ノ
或
ル
モ
ノ
ニ
加
盟
シ
乙
園

ハ
他
ノ
モ
ノ
ノ
ミ
ニ
加
盟
ス
ル
等
ノ
知
キ
事
ア
リ
テ
ハ
本
同
盟
根

本
ノ
目
的
ニ
違
背
ス
ル
ヲ
以
テ
将
来
加
盟
国
ハ
保
約
中
ノ
一
部
ノ

ミ
ニ
加
盟
ス
ル
ヲ
許
サ
ス
ト
ノ
傑
項
ヲ
挿
入
ス
ヘ
シ
ト
ノ
意
見
ヲ

有
ス
ル
者
砂
カ
ラ
ス
就
テ
ハ
帝
園
政
府
ハ
別
冊
各
候
約
ニ
全
然
加

盟
ス
ル
コ
ト
差
支
ナ
キ
ヤ
否
預
メ
調
査
相
成
度
ト
陳
述
有
之
候
ニ

付
本
官
ハ
之
ニ
対
シ
帝
国
政
府
ニ
於
テ
同
僚
約
ニ
加
盟
ヲ
希
望
ス

［道垣内正人・竹下啓介］我が国のハーグ国際私法会議への加盟に関する史料について

ル
以
上
ハ
因
ヨ
リ
其
畳
悟
ナ
カ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
然
レ
ト
モ
其
全
部
加

盟
ニ
差
支
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
為
メ
ニ
ハ
帝
園
政
府
ノ
委
員
該
曾
議
ニ

参
列
シ
其
意
見
ヲ
護
表
ス
ル
コ
ト
愈
必
要
ナ
ル
ヘ
キ
ニ
依
リ
今
回

通
牒
ノ
趣
ハ
本
官
ノ
遺
憾
ト
ス
ル
処
ナ
レ
ト
モ
関
係
列
国
政
府
並

ニ
蘭
園
政
府
委
員
舎
ニ
於
テ
評
議
ノ
結
果
斯
ノ
知
キ
決
議
ニ
至
リ

タ
ル
以
上
ハ
一
腰
右
ノ
次
第
ヲ
帝
園
政
府
ニ
具
申
シ
其
指
揮
ニ
依

リ
更
ニ
蘭
園
政
府
ノ
助
力
ヲ
煩
ハ
ス
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
ト
相
答
置
候

本
件
今
日
直
ノ
顛
末
前
陳
ノ
通
ニ
有
之
候
就
テ
ハ
若
シ
帝
園
政
府

ニ
於
テ
別
冊
四
傑
約
共
現
今
ノ
侭
ニ
テ
差
支
ナ
シ
ト
被
認
候
ハ
パ

敢
テ
蘭
国
政
府
ノ
提
議
セ
ン
ト
ス
ル
加
盟
手
績
カ
該
傑
約
ニ
挿
入

セ
ラ
ル
ル
ヲ
侠
ツ
ノ
必
要
モ
可
無
之
且
第
四
田
舎
議
ニ
於
テ
右
加

盟
ニ
関
ス
ル
練
項
挿
入
ノ
議
必
ラ
ス
可
決
ス
ヘ
シ
ト
モ
期
シ
難
キ

義
ト
存
候
ニ
付
此
際
直
ニ
蘭
園
政
府
ノ
紹
介
ニ
依
リ
関
係
列
圏
政

府
ト
該
保
約
ヲ
締
結
セ
ラ
ル
ヘ
キ
ヤ
又
ハ
蘭
圏
外
務
大
臣
動
告
ノ

知
ク
進
ミ
加
盟
手
績
ノ
決
定
ヲ
侠
チ
同
様
約
ニ
加
盟
セ
ラ
ル
ヘ
キ

ヤ
帝
園
政
府
ノ
意
向
回
訓
相
成
度
別
紙
相
添
此
段
申
進
候
敬
具

明
治
舟
五
年
十
一
月
廿
一
日

、‘，，，
噌

a
A唱’a

－
，，，、

在
蘭特

命
全
権
公
使

三
橋
信
方



特
命
全
権
公
使

三
橋
信
方

外
務
大
臣
男
爵

小
村
毒
太
郎
殿

【
資
料
5】

明
治
三
五
年
一
一
月
一
二
日
付
公
信
第
八
ニ
号

公
信
第
八
二
号

園
際
私
法
上
ノ
事
項
ニ
関
ス
ル
列
園
同
盟
保
約
ニ
加
盟
ノ
件

第7号（2005)

圏
際
私
法
上
ノ
事
項
ニ
関
ス
ル
列
圏
同
盟
候
約
ニ
加
盟
ノ
儀
帝
圏

政
府
ニ
於
テ
希
望
セ
ラ
レ
候
ニ
付
次
回
ノ
舎
議
ニ
ハ
帝
園
政
府
ヘ

モ
招
待
状
護
送
ノ
都
合
ニ
相
成
候
様
可
取
計
旨
客
歳
十
月
八
日
付

送
第
四
五
号
貴
信
ヲ
以
テ
回
訓
有
之
候
ニ
付
其
旨
直
ニ
蘭
圏
政
府

へ
申
入
レ
出
来
不
怠
催
促
致
居
候
得
共
其
回
答
追
々
選
延
ニ
渉
リ

候
趣
ハ
本
年
六
月
十
七
日
付
公
信
第
四

O
号
ヲ
以
テ
及
具
報
候
通

リ
ニ
有
之
候
慮
去
ル
十
七
日
ニ
至
リ
漸
ク
別
紙
口
上
書
寓
ノ
知
ク

蘭
圏
政
府
ヨ
リ
回
答
ニ
接
シ
候
右
ニ
依
レ
ハ
次
回
ノ
曾
議
開
曾
前

其
準
備
ト
シ
テ
記
名
列
園
政
府
ノ
委
員
ニ
於
テ
諜
メ
協
議
ヲ
為
ス

ニ
嘗
リ
帝
園
政
府
ノ
知
ク
前
回
ノ
曾
議
ニ
代
表
セ
ラ
レ
サ
リ
シ
政

府
ノ
委
員
カ
之
ニ
加
ハ
ル
ハ
事
実
困
難
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
今
回
同
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プ
ロ

曾
議
ニ
関
シ
蘭
圏
政
府
ヨ
リ
関
係
列
闇
政
府
ニ
致
シ
タ
ル
「
議

ジ
ュ

1
．
ド
‘
プ
ロ
グ
ラ
ム

定
議
事
項
目
」
ハ
全
ク
千
八
百
九
十
六
年
締
結
保
約
ノ
修
正
ト
本

年
六
月
十
二
日
海
牙
府
ニ
於
テ
締
結
セ
ラ
レ
タ
ル
一
一
一
候
約
ニ
密
接

ノ
関
係
ヲ
有
ス
ル
事
項
ノ
ミ
ニ
有
之
而
シ
テ
右
候
約
中
前
回
ノ
曾

議
ニ
列
席
セ
サ
ル
邦
園
ノ
政
府
ヲ
之
ニ
加
入
セ
シ
ム
ル
ノ
規
定
ナ

キ
ヲ
以
テ
帝
園
政
府
子
ン
テ
該
同
盟
ニ
加
入
セ
ン
ト
欲
セ
ハ
先
以

テ
該
候
約
記
名
各
圏
ト
右
同
様
ノ
傑
約
シ
締
結
セ
サ
ル
可
ラ
ス
乍

去
蘭
園
政
府
ハ
次
回
ノ
曾
議
ニ
於
テ
前
陳
僚
約
ノ
修
正
ヲ
議
ス
ル

ニ
嘗
リ
記
名
園
以
外
ノ
列
園
加
盟
ニ
関
ス
ル
傑
項
ヲ
挿
入
ス
ル
ノ

議
ヲ
提
起
ス
ル
様
同
園
政
府
ノ
委
員
ニ
命
ス
ヘ
ク
日
本
国
ハ
此
僚

項
ニ
依
リ
加
盟
ス
ル
ヲ
得
ヘ
シ
ト
ノ
旨
趣
ニ
有
之
候
然
ル
ニ
右
ハ

客
歳
四
月
廿
八
日
付
公
信
第
一
八
号
ヲ
以
テ
及
報
告
候
知
ク
嘗
時

ノ
外
務
大
臣
「
ボ
i
フ
ォ
ー
ル
」
氏
ノ
談
話
ニ
係
ル
帝
園
政
府
ニ

於
テ
同
僚
約
二
加
盟
ノ
希
望
ア
ラ
ハ
第
四
田
舎
議
ニ
参
同
セ
ラ
ル

ル
コ
ト
必
要
ナ
リ
ト
ノ
旨
趣
ト
阻
輯
致
候
ニ
付
本
官
ハ
現
任
外
務

大
臣
ト
面
曾
其
旨
相
訊
シ
候
鹿
最
前
蘭
園
政
府
ニ
於
テ
モ
「
ボ
l

フ
ォ
ー
ル
」
氏
陳
述
ノ
知
キ
意
見
ヲ
有
シ
居
リ
タ
レ
ト
モ
其
後
同

盟
列
国
政
府
ノ
委
員
並
ニ
蘭
園
政
府
委
員
等
ニ
於
テ
評
議
ノ
結
果

轟
ニ
希
臓
政
府
ヨ
リ
提
起
シ
タ
ル
帝
国
政
府
ト
同
様
ノ
請
求
ヲ
謝

絶
シ
タ
ル
先
例
モ
有
之
穿
今
回
通
牒
ノ
知
キ
決
議
ニ
至
リ
タ
ル
旨

(10) 
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【
資
料
4

】

明
治
三
五
年
六
月
一
七
日
付
公
信
第
四

O
号

［道垣内正人・竹下啓介］我が国のハーグ国際私法会議への加盟に関する史料について

公
信
第
四

O
号

園
際
私
法
上
ノ
事
件
ニ
関
ス
ル
列
園
同
盟
候
約
調
印
之
件

園
際
私
法
上
ノ
事
件
ニ
関
ス
ル
列
園
同
盟
僚
約
中
去
ル
千
九
百
年

海
牙
府
ニ
於
テ
開
曾
ノ
第
三
回
列
園
舎
議
ニ
於
テ
議
定
シ
タ
ル
各

線
約
（
昨
年
四
月
廿
八
日
付
公
信
第
一
八
号
添
付
ノ
書
類
第
四
参

観
）
ハ
出
来
引
績
キ
関
係
列
園
政
府
ニ
於
テ
詮
議
ヲ
遂
ケ
嘗
圏
政

府
ト
交
渉
中
ニ
有
之
候
慮
右
ノ
中
第
一
、
結
婚
ニ
関
ス
ル
モ
ノ
、

第
二
、
離
婚
及
別
居
ニ
関
ス
ル
モ
ノ
、
並
ニ
第
三
、
未
成
年
者
ノ

後
見
ニ
関
ス
ル
モ
ノ
ハ
漸
ク
去
ル
十
二
日
ヲ
以
テ
蘭
、
濁
、
填
、

白
、
西
、
伊
、
歴
山
盤
、
羅
、
瑞
諾
、
瑞
西
ノ
各
圏
全
権
委
員
二

於
テ
之
ニ
調
印
ヲ
了
リ
候
右
各
国
ノ
外
葡
園
ハ
前
記
第
一
及
第
三

ノ
保
約
ノ
ミ
ニ
調
印
シ
第
二
僚
約
ニ
ハ
未
タ
調
印
セ
サ
レ
ト
モ
多

分
規
定
期
限
即
チ
六
週
間
内
ニ
ハ
調
印
可
致
其
他
残
齢
ノ
各
園
モ

同
期
限
内
ニ
調
印
ノ
運
ニ
至
ル
ヘ
キ
趣
ニ
有
之
候
右
調
印
済
ノ
僚

約
ハ
最
前
議
定
ノ
草
案
ニ
比
シ
多
少
字
句
ノ
変
更
有
之
候
ニ
付
更

ニ
別
紙
寓
三
通
葱
ニ
差
進
候
間
御
閲
覧
相
成
度
候
将
又
第
四
、
相

績
遺
言
及
遺
贈
ニ
閲
ス
ル
分
ハ
関
係
列
園
未
タ
悉
ク
同
意
ヲ
表
ス

ル
ニ
至
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
次
回
即
チ
第
四
回
列
園
舎
議
ノ
開
曾
ヲ
待

ツ
テ
更
ニ
審
議
ス
ル
コ
ト
ト
相
成
候
而
テ
右
第
四
回
曾
議
ニ
ハ
帝

園
政
府
ハ
之
ニ
参
列
ス
ル
コ
ト
ヲ
希
望
セ
ラ
レ
候
ニ
付
同
曾
議
へ

ノ
招
待
状
ヲ
帝
園
政
府
ヘ
モ
護
送
ノ
都
合
ニ
相
成
候
様
斡
旋
可
致

旨
客
歳
十
月
八
日
付
送
第
四
五
号
ヲ
以
テ
回
訓
ノ
次
第
有
之
候
ニ

付
其
旨
直
ニ
蘭
園
政
府
へ
申
入
レ
出
来
不
怠
時
々
督
促
致
居
候
得

共
未
タ
第
三
回
会
議
ノ
結
末
モ
相
付
カ
ス
為
メ
ニ
第
四
回
会
議
ノ

時
期
ヲ
諜
定
ス
ル
場
合
ニ
モ
立
至
ラ
ス
且
右
ニ
付
テ
ハ
同
盟
列
園

政
府
ヘ
照
曾
並
ニ
本
件
ニ
関
ス
ル
蘭
圏
政
府
委
員
曾
ノ
審
議
ヲ
鹿

ス
ル
趣
ニ
テ
追
々
遷
延
於
今
何
分
ノ
回
答
ニ
接
セ
ス
折
柄
前
陳
ノ

通
リ
候
約
調
印
ノ
運
ニ
至
リ
候
ニ
付
頃
日
再
ヒ
外
務
大
臣
ニ
面
会

督
促
致
候
慮
右
様
調
印
ヲ
了
リ
候
ニ
付
テ
ハ
是
ヨ
リ
第
四
回
会
議

開
曾
協
議
ニ
移
ル
ヘ
ク
随
テ
帝
園
政
府
ノ
希
望
ニ
付
テ
モ
不
遠
協

議
ヲ
了
リ
何
分
ノ
回
答
ヲ
為
シ
得
ル
ニ
至
ル
ヘ
ク
且
最
早
到
底
本

年
中
ハ
開
曾
ノ
見
込
無
之
早
ク
モ
来
年
ノ
コ
ト
ニ
可
有
之
ニ
付
其

時
機
ヲ
失
セ
サ
ル
様
協
議
ヲ
尽
シ
回
答
可
致
旨
被
答
候
就
テ
ハ
追

テ
右
回
答
ニ
接
シ
次
第
更
ニ
具
申
可
致
候
得
共
不
取
敢
前
記
条
約

調
印
済
ノ
件
葱
ニ
及
具
報
候
敬
具

明
治
品
川
五
年
六
月
十
七
日

在
蘭

( 9) 



（
各
全
権
委
員
記
名
）

参
照
三
競

蘭
圏
駐
在
我
邦
公
使
ヨ
リ
外
務
大
臣
ニ
宛
テ
タ
ル
回
報
書

（
注
：
・
回
報
書
は
、
【
資
料
l
】
と
し
て
掲
げ
た
公
信
一
八
号
の
こ

と
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
こ
と
と
す
る
。
）

第7号（2005)

乙
競

内
閣
批
第
一

O
六
競

明
治
三
十
四
年
九
月
十
七
日
民
刑
第
七
八
二
号

圏
際
私
法
上
ノ
事
項
ニ
関
ス
ル
高
園
舎
議
参
列
ノ
件
請
議
ノ
通

明
治
三
十
四
年
九
月
廿
一
日

内
閣
総
理
大
臣
子
爵

桂
太
郎

【
資
料
3
】

明
治
三
四
年
一

O
月
八
日
付
送
第
四
五
号

国際私法年報

送
第
四
五
競

在
蘭
圏

一
一
一
橋
公
使

小
村
外
務
大
臣

176 

国
際
私
法
上
ノ
事
項
ニ
関
ス
ル
寓
園
会
議
参
列
希
望
ノ
件

本
年
四
月
廿
八
日
付
公
信
第
一
八
競
ヲ
以
ツ
テ
海
牙
府
ニ
於
テ
曽

テ
白
耳
義
外
七
ヶ
園
間
ニ
締
結
セ
ラ
レ
タ
ル
園
際
私
法
上
ノ
事
件

ニ
関
ス
ル
列
園
同
盟
条
約
及
ピ
別
約
加
盟
手
績
等
ニ
関
シ
纏
々
御

申
越
ノ
末
自
然
帝
圏
政
府
ニ
於
テ
モ
全
条
約
ニ
加
盟
ノ
希
望
有
之

候
ハ
パ
多
分
明
年
中
ニ
開
カ
ル
ベ
キ
第
四
回
該
会
議
ヘ
参
同
ノ
事

必
要
ト
存
ゼ
ラ
ル
ル
ニ
付
橡
メ
其
期
ニ
先
ダ
チ
任
国
政
府
ニ
於
テ

同
盟
列
圏
ト
協
議
ノ
上
我
ガ
帝
園
政
府
ヘ
モ
招
待
状
ヲ
護
送
ス
ル

様
御
高
配
可
有
之
ニ
ヨ
リ
本
件
ニ
関
ス
ル
我
政
府
ノ
意
欝
訓
示
ヲ

知
リ
旨
其
申
候
相
成
儀
了
承
時
政
府
ノ
有
高
園
舎
議
ハ
訴
訟
上
ノ

共
助
ノ
外
一
切
ノ
園
際
法
上
ノ
事
項
ヲ
審
議
シ
列
園
共
通
ノ
規
則

ヲ
設
立
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ナ
ス
モ
ノ
ニ
シ
テ
之
ニ
参
列
ス
ル
ハ

既
成
ノ
条
約
二
加
盟
ス
ル
タ
メ
必
要
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
将
来
績
出

ス
ベ
キ
圏
際
私
法
上
ノ
事
項
ヲ
処
理
ス
ル
タ
メ
ニ
モ
最
モ
有
益
ナ

ル
ニ
付
帝
園
政
府
ハ
之
ニ
参
列
ス
ル
コ
ト
ヲ
希
望
此
間
御
申
出
ノ

通
リ
次
回
ノ
同
会
議
ニ
ハ
帝
園
政
府
ヘ
モ
招
待
状
護
送
ノ
都
合
ニ

相
成
度
御
斡
旋
相
成
度
此
段
及
回
訓
候
敬
具

( 8) 
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第
四
条
本
保
約
加
入
ノ
議
定
書
ハ
千
八
百
九
十
四
年
六
月
七
日

海
牙
ノ
曾
議
ニ
輿
リ
タ
ル
各
国
ノ
為
メ
千
八
百
九
十
八
年
一
月

一
日
マ
テ
開
披
セ
ラ
ル
ヘ
シ

右
誼
撮
ト
シ
テ
各
園
ノ
全
権
委
員
ハ
本
候
約
書
ニ
記
名
調
印
セ
リ

千
八
百
九
十
六
年
十
一
月
十
四
日
海
牙
ニ
於
テ
原
本
一
通
ヲ
作
リ

之
ヲ
和
蘭
園
政
府
ノ
記
録
中
ニ
保
管
シ
外
交
機
関
ヲ
経
テ
傑
約
園

及
ヒ
加
入
園
ニ
其
認
謹
ア
ル
謄
本
ヲ
交
附
ス
ヘ
シ

［道垣内正人・竹下啓介］我が国のハーグ国際私法会議への加盟に関する史料について

（
各
全
権
委
員
記
名
）

追
加
議
定
書

千
八
百
九
十
六
年
十
一
月
十
四
日
園
際
私
法
煉
約
ノ
記
名
園
タ
ル

白
耳
義
、
悌
蘭
西
、
以
太
利
、
直
森
盤
、
和
蘭
、
葡
萄
牙
、
瑞
西

及
ヒ
加
入
園
タ
ル
瑞
典
、
諾
威
ノ
政
府
ハ
本
俸
約
ヲ
追
加
ス
ル
ヲ

便
宜
ナ
リ
ト
認
メ
各
全
権
委
員
ハ

E
ニ
其
委
任
状
ヲ
示
シ
其
良
好

妥
嘗
ナ
ル
ヲ
認
メ
左
ノ
敷
保
ヲ
協
定
セ
リ

第
十
一
様
追
加
第
十
一
候
ニ
掲
ケ
タ
ル
住
所
ノ
僚
件
ヲ
必
要
ト

セ
サ
ル
コ
ト
ニ
付
キ
特
別
保
約
ヲ
締
結
シ
タ
ル
本
懐
約
園
ノ
人

民
ハ
特
別
保
約
ヲ
締
結
シ
タ
ル
圏
ニ
於
テ
ハ
其
保
約
ニ
規
定
セ

ラ
レ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
一
ノ
本
傑
約
園
ニ
住
所
ヲ
有
セ
サ
ル
ト

キ
ト
量
モ
第
十
一
様
ニ
記
載
シ
タ
ル
保
誼
及
ヒ
供
託
ヲ
免
除
セ

ラ
ル
ヘ
シ

附
則
第
一
候
及
ヒ
第
二
僚
追
加
批
准
ノ
提
出
ハ
本
傑
約
園
ノ
多

敷
カ
準
備
ヲ
了
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
直
チ
ニ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ

提
出
ニ
付
テ
ハ
調
書
ヲ
作
リ
外
交
機
関
ヲ
経
テ
各
候
約
園
ニ
其

認
誼
ア
ル
謄
本
ヲ
交
付
ス
ヘ
シ

本
候
約
ハ
前
項
ノ
調
書
ノ
日
附
ヨ
リ
四
週
間
ノ
後
賓
施
セ
ラ
ル

( 7) 

ヘ
シ

第
二
幌
ノ
掲
ケ
タ
ル
五
ヶ
年
ノ
期
間
ハ
前
項
ノ
日
附
後
ニ
批
准

ノ
提
出
ヲ
為
シ
タ
ル
棟
約
園
ニ
釘
シ
テ
モ
其
日
附
ヨ
リ
始
マ
ル

ヘ、ン

附
則
第
三
候
追
加
「
満
了
前
六
ヶ
月
内
ニ
解
除
ノ
通
知
ヲ
為
サ

サ
ル
限
リ
ハ
」
ト
ア
ル
語
ハ
通
知
ハ
満
了
ヨ
リ
少
ク
モ
六
ヶ
月

前
ニ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
意
義
ニ
解
ス
ヘ
シ

追
加
議
定
書
ハ
本
候
約
ノ
一
部
ヲ
為
シ
之
ト
同
時
ニ
批
准
セ
ラ
ル

ヘ、ン
右
誼
操
ト
シ
テ
各
園
ノ
全
権
委
員
ハ
此
追
加
議
定
書
ニ
記
名
調
印

セ
リ

千
八
百
九
十
七
年
五
月
二
十
二
日
海
牙
ニ
於
テ
原
本
一
通
ヲ
作
リ

之
ヲ
和
蘭
園
政
府
ノ
記
録
ニ
保
管
シ
外
交
機
関
ヲ
経
テ
各
候
約
園

及
ヒ
加
入
園
ニ
其
認
誼
ア
ル
謄
本
ヲ
交
附
ス
ヘ
シ



律
ニ
従
ヒ
テ
執
行
力
ヲ
付
セ
ラ
ル
ヘ
シ

第
十
三
保
管
轄
官
膳
ハ
左
ノ
事
項
ニ
限
リ
調
査
ス
ヘ
シ

裁
判
ノ
正
本
カ
其
言
渡
ア
リ
タ
ル
園
ノ
法
律
ニ
従
ヒ
公

正
力
ヲ
有
ス
ル
為
メ
ニ
必
要
ナ
ル
傑
件
ヲ
具
備
セ
ル
ヤ
否

ヤ裁
判
カ
同
一
ノ
法
律
ニ
従
ヒ
確
定
シ
タ
ル
ヤ
否
ヤ

第7号（2005)

訴
訟
上
ノ
救
助

第
十
四
候
各
候
約
圏
ノ
人
民
ハ
他
ノ
傑
約
園
ニ
於
テ
其
園
ノ
法

律
ニ
従
ヒ
其
園
ノ
人
民
ト
同
一
ニ
訴
訟
上
ノ
救
助
ヲ
受
ク
ヘ
シ

第
十
五
候
何
レ
ノ
場
合
ニ
於
テ
モ
外
圏
人
ノ
普
通
ノ
居
所
若
シ

普
通
ノ
居
所
ナ
キ
ト
キ
ハ
其
現
在
ノ
居
所
ノ
官
庸
ハ
無
資
力
ノ

誼
明
ヲ
附
輿
シ
又
ハ
其
申
立
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

請
求
者
カ
其
請
求
ヲ
為
ス
園
ニ
住
居
セ
サ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
書

類
ノ
提
出
セ
ラ
ル
ヘ
キ
圏
ノ
外
交
官
又
ハ
領
事
官
無
償
ニ
テ
無

資
力
ノ
誼
明
書
又
ハ
申
立
書
ニ
認
誼
ス
ヘ
シ

第
十
六
僚
無
資
力
ノ
誼
明
書
ヲ
附
輿
シ
又
ハ
其
申
立
ヲ
受
ク
ル

コ
ト
ニ
付
テ
ノ
管
轄
官
鹿
ハ
他
ノ
僚
約
園
ノ
官
庸
ニ
封
シ
請
求

者
ノ
資
産
ニ
関
ス
ル
報
告
ヲ
求
ル
コ
ト
ヲ
得

訴
訟
上
ノ
救
助
ノ
請
求
ニ
付
キ
裁
判
ス
ヘ
キ
官
臆
ハ
其
職
権
ノ

四

国際私法年報178 

範
囲
ニ
於
テ
提
供
セ
ラ
レ
タ
ル
誼
明
書
又
ハ
申
立
書
及
ヒ
報
告

書
ヲ
審
査
ス
ル
権
利
ヲ
保
有
ス

五

拘
留

第
十
七
傑
拘
留
ハ
民
事
又
ハ
商
事
ニ
関
シ
執
行
方
法
又
ハ
保
存

鹿
分
ト
シ
テ
本
国
ノ
人
民
ニ
封
シ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
場

合
ニ
於
テ
ハ
各
様
約
園
ニ
属
ス
ル
外
園
人
ニ
封
シ
テ
モ
之
ヲ
行

フ
コ
ト
ヲ
得
ス

附
則

第
一
保

ニ
提
出
セ
ラ
ル
ヘ
シ

第
二
保

本
候
約
ハ
之
ヲ
批
准
シ
其
批
准
ハ
成
ル
ヘ
ク
速
ニ
海
牙

本
保
約
ハ
批
准
提
出
ノ
日
ヨ
リ
五
ヶ
年
間
其
効
力
ヲ
有

ス
ヘ
、
ン

第
三
保
本
保
約
ハ
一
ノ
傑
約
圏
ヨ
リ
期
間
満
了
前
六
ヶ
月
内
ニ

解
除
ノ
通
知
ヲ
為
サ
サ
ル
限
リ
ハ
五
ヶ
年
毎
ニ
暗
黙
ニ
更
新
セ

ラ
ル
ヘ
シ

解
除
ハ
其
通
知
ヲ
為
シ
タ
ル
一
園
又
ハ
敷
圏
ニ
封
シ
テ
ノ
ミ
其

効
力
ヲ
生
シ
其
他
ノ
傑
約
園
ニ
封
シ
テ
ハ
本
傑
約
ノ
執
行
力
ヲ

継
績
ス
ヘ
シ

( 6) 
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託
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
六
保
嘱
託
書
ノ
送
付
ハ
両
国
ノ
官
鹿
間
ニ
直
接
通
信
ノ
許
サ

レ
サ
ル
限
リ
ハ
外
交
機
関
ヲ
経
テ
之
ヲ
為
ス

受
託
園
ノ
園
語
ヲ
以
テ
嘱
託
書
ヲ
作
ラ
サ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
両

関
係
園
ノ
間
ニ
協
定
セ
ラ
レ
タ
ル
園
語
ヲ
以
テ
作
リ
タ
ル
詩
文

ヲ
添
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
但
反
封
ノ
定
ア
ル
ト
キ
ハ
此
限
ニ
在

［道垣内正人・竹下啓介］我が国のハーグ国際私法会議への加盟に関する史料について

ラ
ス

第
七
傑
嘱
託
ヲ
受
ケ
タ
ル
司
法
官
庸
ハ
其
嘱
託
ニ
腰
ス
ル
コ
ト

ヲ
要
ス
但
左
ノ
場
合
ニ
限
リ
之
ニ
慮
ス
ル
コ
ト
ヲ
拒
ム
コ
ト
ヲ

得

書
類
ノ
公
正
ナ
ル
コ
ト
カ
誼
明
セ
ラ
レ
サ
ル
ト
キ

受
託
園
ニ
於
テ
嘱
託
ノ
施
行
カ
司
法
裁
判
所
ノ
権
限
ニ
属

セ
サ
ル
ト
キ

其
他
領
土
内
ニ
於
テ
嘱
託
ノ
施
行
ア
ル
ヘ
キ
園
カ
其
主
権
又
ハ

公
安
ヲ
害
ス
ヘ
キ
性
質
ノ
モ
ノ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
其
施
行
ヲ
拒

ム
コ
ト
ヲ
得

第
八
棟
受
託
官
腐
ノ
管
轄
違
ナ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
園
法
ノ
規

定
ニ
従
ヒ
職
権
ヲ
以
テ
同
園
ノ
管
轄
宮
膳
ニ
嘱
託
ヲ
移
付
ス
へ

ン
第
九
候

嘱
託
カ
受
託
官
腐
ニ
依
リ
施
行
セ
ラ
レ
サ
ル
一
切
ノ
場

合
ニ
於
テ
其
官
庸
ハ
直
チ
ニ
其
旨
ヲ
嘱
託
官
鹿
ニ
通
知
ス
ヘ
シ

但
第
七
保
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
嘱
託
ノ
施
行
ヲ
拒
ム
理
由
、
第
八

傑
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
嘱
託
ヲ
移
付
シ
タ
ル
官
膳
ヲ
指
示
ス
ヘ
シ

第
十
傑
嘱
託
ヲ
施
行
ス
ル
司
法
官
廟
ハ
其
法
式
ニ
関
シ
テ
ハ
其

園
ノ
法
律
ヲ
適
用
ス
ヘ
シ

嘱
託
官
膳
ハ
受
託
国
ノ
法
律
ヲ
以
テ
規
定
セ
ラ
レ
サ
ル
特
別
ノ

法
式
ニ
従
ヒ
テ
手
績
ヲ
為
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

但
其
手
績
カ
受
託
園
ノ
法
律
ニ
依
リ
テ
禁
止
セ
ラ
レ
サ
ル
場
合

ニ
限
ル

( 5) 

訴
訟
上
ノ
保
誼

第
十
一
線
僚
約
園
ノ
人
民
ハ
一
ノ
僚
約
園
ニ
住
所
ヲ
有
ス
ル
ト

キ
ハ
他
ノ
傑
約
園
ノ
裁
判
所
ニ
於
テ
原
告
又
ハ
参
加
入
ト
ナ
ル

ト
キ
外
園
人
ナ
ル
ノ
故
又
ハ
其
園
ニ
住
所
若
ク
ハ
居
所
ヲ
有
セ

サ
ル
ノ
故
ヲ
以
テ
知
何
ナ
ル
名
義
ニ
依
リ
テ
モ
保
誼
又
ハ
供
託

ヲ
命
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ

第
十
二
候
第
十
一
保
ノ
規
定
ニ
依
リ
又
ハ
訴
カ
提
起
セ
ラ
レ
タ

ル
園
ノ
法
律
ニ
依
リ
保
誼
又
ハ
供
託
ヲ
免
除
セ
ラ
レ
タ
ル
原
告

又
ハ
参
加
入
ニ
封
シ
一
ノ
傑
約
園
ニ
於
テ
言
渡
サ
レ
タ
ル
訴
訟

費
用
ノ
裁
判
ハ
各
候
約
国
ニ
於
テ
管
轄
官
腐
ニ
依
リ
其
園
ノ
法



第7号（2005)

備
蘭
西
共
和
園
大
統
領
、
白
耳
義
園
皇
帝
陛
下
、
西
班
牙
園
皇
帝

陛
下
ノ
名
ヲ
以
テ
政
ヲ
揖
ス
ル
皇
太
后
陛
下
、
以
太
利
園
皇
帝
陛

下
車
森
壁
園
太
公
掌
掃
公
殿
下
、
和
蘭
園
皇
帝
陛
下
ノ
名
ヲ
以
テ

政
ヲ
掃
ス
ル
皇
太
后
陛
下
、
葡
萄
牙
園
及
ヒ
ア
ル
ガ
ル
プ
園
等
ノ

皇
帝
陛
下
、
瑞
西
聯
邦
政
治
ハ
民
事
訴
訟
法
ニ
関
ス
ル
園
際
私
法

上
ノ
諸
般
ノ
事
項
ニ
付
キ
共
同
規
則
ヲ
設
定
セ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
シ

之
カ
為
メ
保
約
ヲ
締
結
ス
ル
ニ
決
定
シ
各
其
全
権
委
員
ヲ
任
命
セ

リ
（
委
員
氏
名
省
略
）

因
テ
各
全
権
委
員
ハ
其
全
権
委
任
状
ヲ
示
シ
其
良
好
妥
嘗
ナ
ル
ヲ

認
メ
左
ノ
諸
条
ヲ
協
定
セ
リ

一
訴
訟
上
又
ハ
訴
訟
外
ノ
書
類
ノ
送
達

第
一
保
民
事
又
ハ
商
事
ニ
関
シ
外
国
人
ニ
封
ス
ル
書
類
ノ
送
達

ハ
候
約
園
間
ニ
於
テ
ハ
一
ノ
候
約
圏
ノ
検
事
局
ノ
官
吏
又
ハ
裁

判
所
ヨ
リ
他
ノ
園
ノ
管
轄
官
腐
ニ
宛
テ
タ
ル
請
求
ニ
依
リ
テ
之

ヲ
為
ス

請
求
書
ノ
送
付
ハ
両
国
官
鹿
間
ニ
直
接
通
信
ノ
許
サ
レ
サ
ル
限

リ
ハ
外
交
機
関
ヲ
経
テ
之
ヲ
為
ス

第
二
僚
送
達
ハ
請
求
ヲ
受
ケ
タ
ル
官
鹿
之
ヲ
為
シ
領
土
内
ニ
於

テ
送
達
ノ
施
行
ア
ル
ヘ
キ
園
ノ
主
権
又
ハ
公
安
ヲ
害
ス
ヘ
キ
性

質
ノ
モ
ノ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ノ
外
之
ヲ
拒
ム
コ
ト
ヲ
得
ス
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第
三
保
送
達
ノ
讃
明
ヲ
為
ス
ニ
ハ
日
附
ノ
記
載
及
ヒ
署
名
ノ
認

誼
ア
ル
受
領
書
又
ハ
請
求
ヲ
受
ケ
タ
ル
官
庸
ノ
送
達
ノ
事
賓
及

ヒ
日
附
ヲ
記
載
シ
タ
ル
誼
明
書
ヲ
以
テ
足
ル

受
領
又
ハ
誼
明
ハ
送
達
書
類
ノ
副
本
中
之
カ
為
メ
ニ
送
付
セ
ラ

レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
之
ヲ
記
載
シ
又
ハ
其
書
面
ヲ
添
附
ス
ヘ
シ

第
回
線
前
敷
候
ノ
規
定
ハ
左
ノ
権
能
ヲ
妨
ケ
ス

一
外
園
ニ
在
ル
利
害
関
係
人
ニ
郵
便
ヲ
以
テ
直
接
ニ
書
類
ヲ

送
ル
権
能

二
送
達
ノ
施
行
ア
ル
ヘ
キ
園
ノ
公
吏
又
ハ
管
轄
官
鷹
ア
ン
テ

直
接
ニ
送
達
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
利
害
関
係
人
ノ
権
能

三
外
交
官
又
ハ
領
事
官
ヲ
シ
テ
外
国
人
ニ
封
ス
ル
送
達
ヲ
為

サ
シ
ム
ル
各
国
ノ
権
能

前
各
号
ニ
掲
ケ
タ
ル
権
能
ハ
関
係
国
ノ
法
律
又
ハ
関
係
園
ノ
間

ニ
結
ハ
レ
タ
ル
候
約
ヲ
以
テ
認
メ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
ニ
限
リ
存
ス

ル
モ
ノ
ト
ス

訴
訟
行
為
ノ
嘱
託

第
五
候
民
事
又
ハ
商
事
ニ
関
シ
篠
約
園
ノ
司
法
官
鹿
ハ
其
園
法

ノ
規
定
ニ
従
ヒ
他
ノ
締
約
園
ノ
管
轄
官
廟
ニ
針
シ
其
官
腐
ノ
管

轄
内
ニ
於
テ
謹
撮
調
又
ハ
其
他
ノ
訴
訟
行
為
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
嘱

( 4) 



モ
亦
此
際
該
保
約
二
加
盟
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ハ
同
盟
列
園
ト
ノ
間
格

別
ニ
協
議
訂
約
ス
ヘ
キ
煩
累
無
之
極
メ
テ
便
宜
ト
思
料
候
ニ
付
キ

加
盟
ノ
手
績
等
調
査
報
告
方
轟
ニ
本
大
臣
ヨ
リ
外
務
大
臣
ニ
照
曾

シ
同
大
臣
ヨ
リ
蘭
園
駐
在
我
邦
公
使
ニ
訓
令
相
成
候
慮
別
紙
〔
参

照
三
競
〕
ノ
通
同
公
使
ヨ
リ
回
報
有
之
其
要
ハ
千
八
百
九
十
四
年

以
後
三
回
海
牙
ニ
於
テ
開
曾
シ
タ
ル
園
際
私
法
上
ノ
事
項
ニ
関
ス

ル
寓
園
舎
議
ニ
参
列
シ
タ
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
加
盟
ヲ
許
サ
ザ
ル
趣
旨

ナ
ル
ニ
付
キ
我
邦
政
府
若
シ
加
盟
ノ
希
望
ア
ル
ニ
於
テ
ハ
先
以
テ

多
分
明
年
間
曾
セ
ラ
ル
ヘ
キ
次
回
ノ
高
園
曾
議
ニ
参
列
ス
ル
コ
ト

ヲ
要
ス
ヘ
ク
仕
宜
ニ
依
リ
蘭
圏
外
務
大
臣
ニ
於
テ
諌
メ
訂
盟
各
園

ト
協
議
シ
我
邦
政
府
ニ
招
待
状
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
ニ
相
努
メ
申
ス
ヘ

キ
旨
ニ
有
之
候
右
高
園
舎
議
ハ
訴
訟
上
ノ
共
助
ノ
外
一
切
ノ
園
際

法
上
ノ
事
項
ヲ
審
議
シ
列
圏
共
通
規
則
ヲ
設
置
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的

ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
之
ニ
参
列
ス
ル
ハ
既
成
ノ
僚
約
二
加
盟
ス
ル

為
メ
ニ
必
要
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
将
来
績
出
ス
ヘ
キ
園
際
私
法
上
ノ

事
項
ヲ
虞
理
ス
ル
為
メ
ニ
モ
最
モ
有
益
ナ
ル
ニ
付
キ
参
列
希
望
ノ

旨
相
首
ノ
方
法
ニ
依
リ
蘭
園
政
府
ニ
通
知
相
成
候
様
致
度
此
段
閣

議
ヲ
請
フ

明
治
三
十
四
年
九
月
十
七
日

司
法
大
臣
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内
閣
総
理
大
臣
子
爵

桂
太
郎
殿

( 3) 

参
照
第
壱
競

民
事
訴
訟
法

第
百
五
十
三
候
前
保
ノ
場
合
ヲ
除
ク
外
外
園
ニ
於
テ
施
行
ス
可

キ
送
達
ハ
外
園
ノ
管
轄
官
廟
又
ハ
外
園
ニ
駐
在
ス
ル
帝
国
ノ
公

使
又
ハ
領
事
ニ
嘱
託
シ
テ
之
ヲ
為
ス

（
参
照
）

第
百
五
十
二
傑
外
国
ニ
在
ル
本
邦
ノ
公
使
及
ヒ
公
使
館
ノ
官

吏
並
ニ
其
家
族
従
者
ニ
針
ス
ル
送
達
ハ
外
務
大
臣
ニ
嘱
託
シ

テ
之
ヲ
為
ス

第
二
百
八
十
一
線
外
園
ニ
於
テ
為
ス
可
キ
謹
撮
調
ハ
外
園
ノ
管

轄
官
鹿
又
ハ
其
園
駐
在
ノ
帝
国
ノ
公
使
若
ク
ハ
領
事
ニ
嘱
託
シ

テ
之
ヲ
為
ス
其
嘱
託
ニ
付
テ
ハ
第
百
五
十
二
保
及
ヒ
第
百
五
十

五
候
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

清
浦
牽
吾

参
照
第
二
競

千
八
百
九
十
六
年
十
一
月
二
日
及
千
八
百
九
十
七
年
五
月

十
日
海
牙
府
ニ
於
テ
締
結
セ
ラ
レ
タ
ル
園
際
私
法
上
ノ
事

項
ニ
関
ス
ル
列
圏
同
盟
僚
約



在
蘭
園

特
命
全
権
公
使

三
橋
信
方

外
務
大
臣

加
藤
高
明
殿

追
テ
本
文
貴
公
信
送
第
七

O
号
信
中
千
八
百
九
十
六
年
十
一
月
二

日
及
千
八
百
九
十
七
年
五
月
十
日
ト
ア
ル
ハ
露
歴
ト
被
相
認
候
此

段
為
念
申
添
候

【
資
料
2】

明
治
三
四
年
十
月
二
日
付
司
法
省
民
刑
第
一

O
五
一

号

第7号（2005)

司
法
省
民
刑
第
一

O
五
一
競

本
年
七
月
十
日
送
第
五
九
競
ヲ
以
テ
園
際
私
法
上
ノ
事
項
ニ
関
ス

ル
高
園
舎
議
参
列
ノ
件
ニ
付
キ
御
照
合
ノ
趣
有
之
候
慮
別
紙
甲
競

ノ
通
請
議
ノ
上
乙
競
ノ
通
閣
議
決
定
相
成
候
ニ
付
キ
此
段
及
回
報

候
也

国際私法年報

明
治
三
十
四
年
十
月
二
日

司
法
大
臣
清
浦
杢
吾

外
務
大
臣
小
村
喜
太
郎
殿
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甲
競

司
法
省
民
刑
第
七
八
二
競

園
際
私
法
上
ノ
事
項
ニ
関
ス
ル
高
園
曾
議
参
列
ノ
件
ニ
付
キ

請
議

外
園
ニ
於
テ
為
ス
ヘ
キ
送
達
及
ヒ
誼
撮
調
ニ
付
キ
民
事
訴
訟
法
第

百
五
十
三
候
及
ヒ
第
二
百
八
十
一
候
ノ
規
定
〔
参
照
一
競
〕
ア
ル

モ
未
タ
訴
訟
上
ノ
共
助
ニ
関
ス
ル
園
際
僚
約
ノ
訂
結
ナ
キ
カ
為
メ

ニ
其
規
定
ヲ
賓
際
ニ
麿
用
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
我
裁
判
ニ
於
ケ
ル
訴

訟
上
外
園
送
達
ノ
必
要
ヲ
生
シ
或
ハ
外
園
裁
判
所
ヨ
リ
嘱
託
ヲ
受

ケ
タ
ル
等
ノ
場
合
ニ
於
テ
其
手
績
ノ
不
備
不
便
ヲ
感
シ
タ
ル
コ
ト

砂
シ
ト
セ
ス
今
ヤ
法
権
既
ニ
回
復
シ
外
園
ニ
於
ケ
ル
送
達
誼
撮
調

等
漸
ク
将
サ
ニ
頻
繁
ナ
ラ
ン
ト
ス
ル
ノ
時
ニ
嘗
リ
尚
ホ
永
ク
斯
ノ

状
態
ニ
安
ン
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
コ
ト
勿
論
ノ
儀
ニ
有
之
候
欧
州
各
国

ニ
在
テ
ハ
従
前
傑
約
又
ハ
慣
例
ニ
依
リ
圏
外
ニ
於
テ
モ
或
ル
程
度

マ
テ
送
達
其
他
ノ
手
績
ヲ
施
行
シ
得
タ
ル
ニ
拘
ハ
ラ
ス
尚
ホ
其
普

及
完
備
ヲ
計
ラ
ン
カ
為
メ
ニ
千
八
百
九
十
六
年
及
ヒ
千
八
百
九
十

七
年
蘭
園
海
牙
ニ
於
テ
白
耳
義
外
七
ヶ
園
間
ニ
訴
訟
上
ノ
共
助
ニ

関
ス
ル
列
園
共
通
規
則
設
置
僚
約
及
ヒ
別
約
〔
参
照
二
競
〕
ヲ
訂

結
シ
後
他
ノ
数
ヶ
園
モ
之
ニ
加
盟
シ
タ
ル
趣
ニ
有
之
候
依
テ
我
邦

( 2) 



183 ［道垣内正人・竹下啓介］我が国のハーグ国際私法会議への加盟に関する史料について

｛
資
料
1

】

明
治
三
四
年
四
月
二
八
日
付
公
信
第
一
八
号

公
信
第
壱
八
号

千
八
百
九
十
六
年
十
一
月
二
日
及
千
八
百
九
十
七
年
五
月
十
日
海

牙
府
ニ
於
テ
白
耳
義
外
七
ヶ
園
間
ニ
於
テ
締
結
セ
ラ
レ
タ
ル
園
際

私
法
上
ノ
事
件
ニ
関
ス
ル
列
園
同
盟
傑
約
及
別
約
加
盟
手
績
並
ニ

其
後
該
候
約
ニ
加
盟
シ
タ
ル
各
国
々
名
等
至
急
取
調
回
報
可
致
様

去
年
十
二
月
十
四
日
附
送
第
七

O
号
信
ヲ
以
テ
御
申
越
之
趣
敬
承

致
候
元
来
右
僚
約
加
盟
之
儀
ハ
同
僚
約
附
則
第
四
係
ニ
「
千
八
百

九
十
四
年
六
月
乃
至
七
月
海
牙
寓
園
舎
議
ニ
参
同
シ
タ
ル
各
園
ノ

為
メ
千
八
百
九
十
八
年
一
月
一
日
ニ
至
ル
マ
テ
加
盟
帳
ヲ
開
キ
置

ク
ベ
シ
」
ト
規
定
有
之
候
ニ
依
リ
蘭
園
政
府
ノ
招
待
ヲ
受
ケ
且
ツ

曾
議
ニ
賛
同
シ
タ
ル
各
国
ノ
ミ
ニ
加
盟
ヲ
許
ル
ス
モ
ノ
ト
解
セ
ラ

レ
候
得
共
一
腰
其
筋
へ
間
合
セ
候
慮
其
回
答
兎
角
選
延
ニ
渉
リ
且

要
領
ヲ
得
サ
リ
シ
ニ
付
今
般
更
ニ
該
棟
約
主
任
者
タ
ル
参
事
院
議

官
「
ア
ツ
セ
ル
」
氏
外
務
省
取
調
局
長
「
ピ
ル
ス
」
氏
等
ニ
就
キ

委
曲
相
質
候
慮
義
ニ
蘭
園
政
府
ハ
国
際
私
法
ニ
関
ス
ル
事
項
協
定

ノ
為
メ
希
臓
ヲ
除
ク
ノ
外
欧
州
各
園
ニ
招
待
状
ヲ
護
付
シ
英
国
ハ

其
際
之
ニ
賛
同
ヲ
謝
絶
シ
米
閤
ハ
初
メ
ヨ
リ
招
待
セ
ラ
レ
サ
リ
シ

ニ
依
リ
此
両
園
ハ
勿
論
該
傑
約
ニ
加
盟
無
之
候
得
共
瑞
典
、
独
逸
、

填
洪
、
丁
抹
、
羅
馬
尼
、
露
西
亜
ノ
各
園
ハ
始
メ
ヨ
リ
曾
議
ニ
参

同
セ
シ
ヲ
以
テ
（
独
リ
瑞
典
ハ
第
二
田
舎
議
ヨ
リ
参
同
）
漸
次
之

ニ
加
盟
シ
其
中
露
西
亜
及
羅
馬
尼
ハ
漸
ク
其
最
終
期
日
（
即
チ
千

八
百
九
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
）
ニ
至
リ
加
盟
調
印
シ
タ
ル
趣

ニ
有
之
候
而
テ
本
候
約
加
盟
ノ
儀
ハ
全
ク
同
曾
議
ニ
参
両
シ
タ
ル

列
園
ニ
限
リ
候
規
定
ナ
ル
ヲ
以
テ
先
頃
希
蝋
園
政
府
ヨ
リ
加
盟
申

込
有
之
候
際
蘭
園
政
府
ハ
其
紹
介
ヲ
拒
絶
シ
タ
ル
由
ニ
有
之
候

事
実
前
陳
ノ
通
リ
ニ
候
得
共
兎
ニ
角
同
条
約
ハ
欧
州
十
五
ヶ
園
間

ニ
締
約
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
有
之
園
際
私
法
上
ノ
一
大
進
歩
ト
被

認
候
ニ
付
該
候
約
二
関
ス
ル
書
類
計
五
冊
別
紙
目
録
之
通
今
便
差

出
候
間
御
落
手
相
成
度
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